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平成２７年度第１回 

福島県原子力発電所の廃炉に関する安全確保県民会議 

議事録 

 
日時：平成２７年５月１９日（火）１３：００～１６：５０ 
場所：サンパレス福島 ４階 「クラブシンフォニーＳ」  

 
○司会 

 ただいまから、平成２７年度第１回福島県原子力発電所の廃炉に関する安全

確保県民会議を開催します。はじめに、福島県危機管理部政策監玉根から挨拶

を申し上げます。 
 
○玉根政策監 

 危機管理部政策監、玉根でございます。本日は大変お忙しい中、御出席いた

だきまして誠にありがとうございます。また、本日は、構成員改選後、初めて

の会議となりますが、構成員を引き受けていただきまして誠にありがとうござ

います。本会議は廃炉に向けた東京電力や国の取組を県民の立場から確認して

いただくことを目的として、関係市町村や各団体の代表者に参加していただき

開催しているものでございます。皆様の率直な意見を頂くことで、今後の東京

電力や国への要請・申し入れに反映してまいりたいと考えております。県では、

４月から危機管理体制を強化するため危機管理部を新設したところであります

が、その矢先、リアルタイム線量測定システムについて、契約解除に至るなど

の不手際により、県民の皆様へ御心配、御迷惑をお掛けしておりまして深くお

詫びいたします。 
 さて、東日本大震災、そして原発事故から５年目となりましたが、未だ１１

万人を超える方々が避難を余儀なくされております。県民の皆さんの安全・安

心を確保し、本県の復興を図るうえで、廃炉・汚染水対策が安全かつ着実に行

われることが大前提であります。福島第一原発においては、給食センターが建

設されるなど、従業員の方の労働環境が改善されている一方で、汚染された雨

水の港湾外への流出や情報公開の遅れなどの問題が依然として発生しており、

県民の不安を招いていることは誠に遺憾であります。県民の方々の不安を払拭

するためにも、国及び東京電力は安全・安心を最優先にしながら、各種対策の

進捗管理や情報公開をしっかりと行っていく必要があります。本日は東京電力
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や国から廃止措置に向けた全体の進捗状況や汚染水処理の全体像、そして雨水

問題やその対応状況などの説明を受けたいと思いますので、皆様には忌憚のな

い意見をいただきますようお願いいたします。本日はどうぞよろしくお願いい

たします。 
 
○司会 

 続きまして、本日出席いただいている方々の御紹介をさせていただきます。

お手元の出席者名簿をご覧ください。会議の構成員の皆様といたしまして関係

市町村の住民の代表の皆様ですが、名簿では１０名となっておりますが、葛尾

村の松本様が本日欠席との連絡がありまして９名の方、各種団体の方が１０名、

学識経験者として渡邊明議長、村山教授、兼本教授に出席していただいており

ます。また、オブザーバーとして福島県の角山原子力対策監、高坂原子力総括

専門員、河井原子力専門員が出席しております。説明者として資源エネルギー

庁、原子力規制庁、東京電力、放射線監視室が出席しております。なお、時間

の関係で出席者のお一人お一人のお名前の御紹介は省略させていただきたいと

思います。 
 それでは、議事に移りたいと思います。傍聴される皆様につきましては、お

配りした留意点をお守りいただきますよう御協力をお願いいたします。これ以

降の進行につきましては議長の渡邊先生にお願いしたいと存じます。よろしく

お願いいたします。 
 
○渡邊議長 

 皆様、こんにちは。新年度ということで最初に一言御挨拶させていただきた

いと思います。先ほども、政策監の方からお話がありましたけれども、わたし

どもの懸念する心配材料をこういう会議の中で事業者や国と議論して、それを

払拭する。そのことによって、福島県の安全を確保しよう、廃炉に向けて安全

を確保しようということで県民会議を開いてまいりました。１年経って、これ

がどうだったのかと総括するところだと思っております。 
残念ながら、この３か月間、２つほど残念な報道がありました。１つは今日

も議題にありますけれども雨水排水問題です。改めて、この時報道されたのは、

やはり技術者目線で監視されていたという問題であります。技術者目線とは何

か、現場を考えますと汚染源では２５０倍告示濃度を超えていたそういう濃度

にも関わらず、環境中に放出している、こういう風な監視体制だというふうに

私は感じました。その点では、事業者を責めるということではなく、皆さんと

一緒に県民目線をこういうかたちで国と事業者に知らせようとこの一年間やっ

てまいりましたけれども、それが不十分であったということを深く反省をいた
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しております。皆様と御一緒に適切に県民会議を進めていきたいと思います。

これが１点目です。 
２点目は、色々な汚染水漏えい問題であるとか、事故の問題で、なかなか、

箸の上げ下ろしまで監視できない。こういう発言が報道された。今私たちの社

会の中で、どんな高度なものも含めまして、やっぱり、本当に基本的な箸の上

げ下ろしからやる。その点から言うと、箸の上げ下ろしが監視、管理出来ない

で、本当にこの廃炉というものをやっていけるのか。こういう意味で、非常に

不安になった発言であります。それは国や事業者を責めるわけではなくて、い

かに福島県民目線でやっているかということ、意識の相違が、乖離していると

いうことを物語っていると私は思っております。皆様が持っている懸念あるい

は、皆様が持っている心配を積極的に事業者にぶつけて、改善していくのは、

単にエゴ的な問題ではなくて、この福島の安全を守る、あるいは、原発の安全

を守る、廃炉の安全を守るという意味で、この深刻さをもう一度かみしめて、

この議事の運営を行いたいと思いますので、忌憚のない御意見をお寄せいただ

ければと思い、司会進行させていただきたいと思います。まず、年度初めてと

いうことで、私の反省も含めて御挨拶させていただきました。 
 
 これから議事に入りますが、第７回から全体の流れは変わっていませんが、

この間、皆様の御意見を十分聞けるように発言時間をたっぷり確保していただ

きたいと運営方針をさらにお願いしてまいりました。従いまして、今日、発言

時間というのはかなりありますし、それから、事業者側につきましては、適切

に短時間で要点をまとめて御報告をしていただくようまず最初にお願いしたい

と思います。 
 前回、東京電力には、リスクも含めたロードマップを国と共に作成してほし

いということ。それからリスクを含めた県民に分かりやすい工程表を作成して

ほしいという二つをお願いしました。それから、資源エネルギー庁には、国の

汚染水対策の取組状況について御説明をお願いしたい。原子力規制庁に対しま

しては、中期的リスク低減マップの説明をお願いしたいとそれぞれ、各機関に

お願いしたところであります。これを踏まえて本日の議題ですけども、一つ目

が、東京電力より、福島第一原子力発電所の廃炉に向けた取組ということで、

廃炉作業の進捗状況や汚染水対策についての説明を受けたいと思います。この

中でも、特に汚染水や処理水の全体像や５月１５日から再開されました１号機

建屋カバー解体作業について、県及び資源エネルギー庁からも監視体制等につ

いて追加の御説明をお願いしたいと思います。それから、二つ目は東京電力の

リスクの総点検と新たな情報公開の仕組みについての説明を受けたいと思いま

す。報告事項の一つ目は、資源エネルギー庁から、中長期ロードマップの改訂
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について、二つ目は、原子力規制庁から、中期的リスク低減マップについての

報告を受けたいと思います。今回は、審議事項、報告事項分けさせていただき

ました。報告事項であっても、皆様からの意見を承りたいと思っております。  

是非皆様から御発言いただいて、忌憚のない御意見をいただければありがたい

と思います。 
 
 では、最初の議題に入る前に、事前にこの議場の中では話せなかった、不足

していたことについては、追加意見をいただくという形で事務局の方に取りは

からっていただいております。国、東京電力について、今日の資料の一番後ろ

の方に付いていたと思いますが、それぞれの質問、意見の内容とそれぞれ担当

する部局からの報告というかたちで回答していただいて示されております。６

ページございますが、この内容を御確認いただきたいと思います。事務局の方

で事前に配ってあるということを伺っておりますので、何かこの中で不足分が

あれば、あるいは、質問の内容と回答が違っているようなことがあれば、承り

たいと思いますけどもいかがでしょうか。質問、書かれた内容よろしいでしょ

うか。それぞれの質問、意見に対してきちんと報告が書かれていると思います

が、もし、追加での御質問がなければ審議事項の方に移りたいと思います。 
それでは、本日の議題に入らさせていただきたいと思います。 

 まず、説明の都合上一つ目の議題と二つ目の議題を併せて「福島第一原子力

発電所の廃炉に向けた取組の進捗状況及びトラブルの対応状況について」さら

には「リスクの総点検及び新たな情報公開の仕組みについて」ということで東

京電力からビデオを含めまして２５分くらいで説明をお願いしたいと思います。 
 
○東京電力(塩原氏) 

 はい。よろしくお願いします。東京電力復興推進室の塩原と申します。お手

元のＡ３の資料を基に御説明させていただきたいと思います。本日は資料１を

メインに御説明させていただきたいと思います。その他に補足資料１から３ま

でございます。そちらにつきましては、後程御質問等がございましたらそれを

使いまして御回答させていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたしま

す。 
 それでは、資料１に基づきまして御説明させていただきたいと思います。ペ

ージをめくっていただきまして初めのページ、廃止措置へ向けた進捗状況のま

とめということで書いてあります。こちらが右上資料１－１となってございま

す。この中で下の方になりますが、一番左側に①から③がございます。①が使

用済み燃料プールからの燃料取り出し、②燃料デブリ取出し、③原子炉施設の

解体等ということでまとめてございます。補足資料１番につきましては、構成
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の順番に並んでおります。今、御説明をしました、さらに右側の方に各号機の

番号が書いてありまして、その下に小さく補足資料の１番の参考ページを示し

ております。御不明なところがございましたら御確認いただけたらと思います。 
それでは御説明させていただきます。まず、使用済燃料の取り出しについて

でございますけれども、前回の会議が行われた、２月以降の進捗状況を御説明

させていただきます。まず、１号機でございますけれども、こちらにつきまし

ては５月１５日より建屋カバー解体作業を開始しました。まず初めに、飛散防

止剤をしっかりするということで、５月最終週以降に屋根カバー、屋根パネル

ですね、これの取り外しを開始したいと思います。その後、建屋カバーの解体

へと続けていきたいと思っておりますが、想定されるリスクとしましては、放

射性物質の飛散をしっかり防止しなくてはいけないということでございます。

また、防止の状況をしっかり確認するための放射性物質の濃度の監視をしっか

りやっていかなければならないということでございます。 
続きまして、２号機、３号機でございますけれども、３号機につきましては、

昨年１２月１７日からプール内のガレキの撤去を進めてございました。作業を

進めている中でガレキがプールゲートに接触しているのではないかということ

で作業をストップしておりましたが、その後の調査の結果、接触していない、

シール性能が十分であったということが確認されましたので、準備が整い次第、

大型ガレキの撤去に着手していくというかたちでございます。これが終わりま

すと燃料取り出しに向けまして、カバーの設置作業を進めてまいりたいと考え

ております。リスクとしましては、ガレキ、大物のガレキ等を落下させてしま

いまして燃料を傷つけてしまうようなこと、また、プールゲートに接触をしま

すとシール性能が低下しますので、接触しないような対応をしていきたいと思

います。 
続きまして、燃料デブリの取り出しでございますけれども、こちらにつきま

しては１号機で相当大きな進展がございました。１号機につきましては、１月

から３月にかけまして宇宙線ミュオンを使いましてレントゲン写真のようなか

たちで炉心位置の状況を確認しております。残念ながら炉心の中には大きな燃

料の塊がないことが確認されました。その後、一号機の格納容器内にロボット

を投入しまして、今後行う、格納容器の地下階に通じますロボット投入ルート

の健全性を確認しております。十分に使えるということが確認されました。ま

た、格納容器内の温度、放射線量につきまして確認できたということで大きな

成果が得られています。また、共通の内容としましては、燃料デブリを取り出

すためには原子炉建屋にアクセスしなくてはいけません。そのために原子炉建

屋内の除染を継続して実施していくということが現状です。今後の予定でござ

いますが、２号機、３号機につきましても格納容器の調査をするということで



6 
 

準備を進めております。また、リスクとしましては、格納容器の漏えい箇所を

しっかりと確認しなければいけないということ。また、デブリの位置を確認し

なければいけないという課題がございます。また、建屋の除染の技術をしっか

りと確立する必要があります。最後になりますけれども、解体に向けての話で

すが、こちらはガレキの管理についてでございます、廃棄物についてでござい

ますが、まず、ガレキにつきましては、放射線量に応じまして分別しまして保

管している状況です。保管に際しましては、放射線のレベルに応じまして管理

の環境を変えるなど、最も高いものにつきましては、固体廃棄物貯蔵庫、しっ

かりした遮蔽の効いた建物に入れることになってございます。この建物につき

ましては、第９棟につきまして準備工事を実施している段階でございます。ま

た、それより若干低くなりますけれども、比較的線量の高いものにつきまして

は、覆土式の一時保管施設を運用しておりますが、現在、3 槽目の設置工事を実

施しております。ほぼ完成しておりまして、こちらにつきましては、１号機の

ガレキ等が入るのではないかと考えております。また、雑固体の焼却設備も継

続して工事を実施している状況でございます。今後の予定ですが、引き続きこ

れらをしっかりと進めていきたいと考えております。リスク、課題につきまし

ては、ハイリスクですので、減容するための手段をしっかり確立するというこ

とでございます。こちらが、廃炉・廃止措置のまとめでございます。 
次のページをめくっていただきまして、こちらは汚染水対策に関する進捗状

況でございます。今年度初めてということもございますので、その前に、一つ

ページをめくっていただきまして、資料１－３というところですが、福島第一

にある様々な水、これがどのようなものなのか、また、この水に含まれている

放射性物質濃度がどのくらいのものなのかまとめてまいりましたので、こちら

で再度確認したのちに汚染水対策について御説明させていただきたいと思いま

す。上段には、発電所の敷地の状況を示しております。左の方から３５メート

ル盤、斜面がありまして原子炉建屋、タービン建屋が並んでおりまして、トレ

ンチ等がありまして海につながっているというかたちでございます。その中に

数字がございます。一つ言いますと、タービン建屋から上の方に上がりまして

セシウム・ストロンチウム除去装置がありますが、そこに行ってる水が①の水

でございます。この①が何に対応しているかというと、下の方に表がございま

して、左下にカラフルな文字で①建屋滞留水があります。これがタービン建屋

に入っております滞留水でございます。また、同じように②濃縮塩水が、左側

の２段目のところにあります。これは、従来サリーとかキュリオンで浄化した

セシウムだけを取り除いた濃縮塩水のような溜まった状態になっているという

ことです。このように、上と下が対比できるような番号で整合をとっておりま

す。また、下の方の表を見ていただくと、一番上のところ、建屋汚染水または
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濃縮塩水につきましては、赤い色で彩られておりますが、濃度の方を見ていた

だきますとかなり高い濃度が書いてございます。その下、ストロンチウム処理

設備、ＡＬＰＳ処理水になりますとだんだん濃度が低くなっていることがお分

かりいただけると思います。また、その下については地下水でございますが、

地下水につきましては地下水バイパスとなっております。これは上の絵で見ま

すと、タンクが並んでおります右側になりますが、建屋に入る前の地下水を汲

み上げる水でございます。また、⑥サブドレンと書いてありますが、原子炉建

屋、タービン建屋の周りにあります井戸でございます。また、⑦地下水ドレン

につきましては上の絵で言いますと一番右端に書いてあります、海に接する部

分の地下水となります。また、⑦の若干左側のところに⑧とございますが、こ

れが比較的放射能濃度が高い水でございましてウェルポイント水と書いてあり

ます。これは事故発災当時、トレンチとケーブルトレーを通じまして高濃度の

汚染水が海に流れ出てしまった影響を受けまして、現在でも高い濃度で検出さ

れてございます。こちらにつきましては、ウェルポイントで汲み上げまして、

タービン建屋の方に回収しているということでございます。非常に高い濃度で

ありますけれども、現在はタービン建屋に回収していることを御理解いただき

たいと思います。その下に雨水と書いてあります下の段の表ですけれども、⑨

排水路等（Ｋ排水路）とあります。今回、大変御迷惑をかけてしまいました排

水路の水がこのような濃度であると御理解いただきたいと思います。当社で扱

っている水、又は汚染水と言われておりますものにつきましてはこのような濃

度のばらつきがあるということを御理解いただければと思います。 
そのような前提でページを戻っていただきまして、資料の１－２でございま

すが、汚染水対策につきましては、大きく三つの方針、取り除く、近づけない、

漏らさないという方針で管理してございます。まず、左側の方に「取り除く」

という方針１がありますけれども、一番上がＡＬＰＳ等の除去でございます。

こちらにつきましては、現在、順調に処理が進んでおりまして、４月２３日で

５６万㎥を処理しております。残すところ５万㎥となっております。今後の予

定について書いてございますけど、濃縮塩水は一部の水を除きまして５月末で

すべて処理をします。一部の水というのは、事故当時、海水が入りまして塩分

濃度の多い汚染水で、こちらにつきましては処理が難しく２万トンほど残りま

す。また、２つ目ですけれども、タンク底部に残る残水はポンプで汲み上げら

れないものでございまして２万トンほどございます。こちらにつきましては、

タンクの解体時に順次処理をしてまいりたいと思っております。３つ目に、た

まり水が確認されたＨＩＣと書いてあります。ＨＩＣとは何かと言いますと、

下の方に※印が２つありまして、２つ目でございますが、ＡＬＰＳで発生しま

す沈殿生成物や使用済吸着剤を入れております容器でございます。これは中に
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水も入っておりまして、保管している状況で容器の内部に溜まり水が確認され、

現場の調査、恒久対策の検討を進めている状況でございます。リスクとしても

書いてございます。取り除く二つ目でございますけど、トレンチ内の汚染水こ

れはタービン建屋と海側をつなぐトンネルですけどもグラウドで充填するとい

う話で前回の進捗状況を説明したところでございましたが、現在は、２号、３

号、４号機のトンネル部につきましては充填が完了しております。現在は、立

坑部分、４号機につきましては放水路の上に空間がございまして、その部分の

充填をする作業を進めているという状況でございます。以上が「取り除く」の

内容でございます。 
 続きまして、方針２「近づけない」ということでございますが、一番上が地

下水バイパスでございます。これまで、６３回、約１０万㎥ほどバイパス運転

している状況でございます。その下、サブドレンですが、建屋の周りにありま

す井戸でありまして、こちらにつきましては現在本格稼働に向けて準備中でご

ざいます。また、運用、排水につきまして関係者の皆様に御説明を実施すると

ころでございましたが、Ｋ排水路問題で中断しているという状況です。今後、

引き続き御説明をしっかりしていきたいと考えるところでございます。一番下

になりますが、凍土方式の陸側遮水壁になります。こちらにつきましては、進

捗状況としまして７９％ほど進捗しております。４月３０日に試験凍結を開始

しております。１８カ所で５８本の凍結管で実施しておりまして、現在、順調

に作業が進捗してございます。引き続きしっかり継続していきたいと思います。

リスクとしましては、遮水壁完成後に地下水位が過度に低下することにより建

屋内の水が建屋から流出する恐れがありますのでレベル管理をしっかりとしな

ければいけないというのが課題として挙げられます。 
 次のページ、方針３「漏らさない」ですが、一番上につきましては、敷地内

の地下水を減らすために、雨水を地下に浸透させないために敷地舗装を進めて

おります。こちらにつきましては、３月末で高線量箇所、作業困難箇所を除き

ましてほぼ完成しました。進捗状況としましては７０％ということでございま

す。引き続き敷地内のフェーシングをしっかりやっていきたいと思います。そ

の下、水ガラスによる地盤改良ということでございます。先ほどの資料１－３

をもう一度見ていただきたいのですが、上の右側から⑧と⑦の間に水ガラス地

盤改良があります。事故発災当時、高濃度の汚染水が発生してしまったという

ことで、このような水ガラスで地下水が海側へ流出するのを防ぐ対策をとって

ございます。これにつきましてしっかり引き続き管理していく、また、ウェル

ポイントの水をタービン建屋に戻すという作業を引き続きやっていくというこ

とです。１つ、海側遮水壁の進捗は飛ばしまして、最後のタンクの増設でござ

いますが、こちらにつきましては、３月に８０万トン、溶接タイプのものを準
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備することが出来ました。現在の中長期ロードマップから２年間前倒しをして

完成させました。今後は、フランジ型の解体等が発生しますので、これをしっ

かりやっていく、また、タンクの底に溜まってしまっている残水処理をしっか

りやっていきたいと考えております。その際、ダストの飛散等の可能性もあり

ますので、監視をしながらやっていきたいと考えております。以上が汚染水の

関連でございます。 
続きまして、労働環境の改善について御説明をしますが、御説明に先立ちま

してビデオを用意いたしましたのでご覧いただきたいと思います。 

 
ありがとうございます。現在、給食センターにつきましては体制を整えてい

るという状況でございます。本格的に６月の上旬に大型休憩所が完成予定でご

ざいます。それに合わせて１日当たり３,０００食の給食が出来るようにしたい

というのが、資料１－４の上の方に書いてあります。これ以外にも労働環境改

善に向けた作業者からの御意見、労務費の割増しの御懸念がございました。し

っかり状況を確認している状況でございます。その下に、安全性向上に向けた

取組が書いてございます。こちらは、タンク上部から落下した死亡事故がござ

いまして、作業を２週間止めました。対策を１、２、３と作りましたので、こ

れを引き続きしっかりとやっていくということが大切です。 
次の資料、１－５ですがトラブルの対応状況です。２月１日から５月１０日

までに発生しました主なトラブルということで、いくつか３ページにわたって

書いてございますけれども、人身に係る負傷は３件、また火災が２件、Ｋ排水

路、タンクからの漏えい、にじみ等が５件記載されております。後程、御確認

いただければと思います。また、トラブルとは直接関係ないのですが、このペ

ージの最後にＫ排水路に関する経緯と対応状況というものが記載されておりま

す。こちらは、私どものデータを取ったものが内部での評価用しかないという

ことで住民に公開していなかったと反省しているものでございます。御説明を

させていただきますと、検討・対策の経緯と書いてございますが、当初、一昨

年以上前からタンクからかなり水を漏れさせてしまうという問題がございまし

た。これは、排水路に流れて海に流れ込んでいる状況でございましたので、そ

【動画上映】 
 「福島給食センター ～福島第一原子力発電所の食が変わる～」 
  ※上映した動画は東京電力ホームページでも配信されています。 
 ≪URL≫ 

http://www.tepco.co.jp/tepconews/library/archive-j.html?video_uuid=az9ws
zxp&catid=61709 

http://www.tepco.co.jp/tepconews/library/archive-j.html?video_uuid=az9wszxp&catid=61709
http://www.tepco.co.jp/tepconews/library/archive-j.html?video_uuid=az9wszxp&catid=61709
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のようなことが無いようにということで、ゲートの右から３番目のところ、タ

ンクの近くを通るＢ、Ｃ排水路の対策をしっかり実施しておりました。その後、

他の排水路に問題があり目が行くようになりましてデータ等を取りまとめてお

りました。２０１３年１２月にプレスはしましたが、データだけ並んでござい

ました。そういう中で、特にＫ排水路が汚れているということが、この段階で

分かっておりまして、われわれも公表したつもりになっておりましたので、汚

染の除去をしっかりやるということで、２０１４年４月から１２月にかけまし

て対策を取りました。その効果を確認するためのデータを取得していました。

これを隠したということです。左から２つ目のところです。除染等を進めてお

りましたが、なかなか濃度が下がらないということで、原因を別なところに求

めようということで、原子炉側をしっかり確認しようとしておりました。一番

左側、 
２０１５年２月でございますが、２号機の道路側横の養生バルブが非常に高い

ということで、このタイミングで公表した、その時に先ほど公表を失念してし

まいました４月から１２月までの排水路のデータも合せて公表したところ、デ

ータ隠し等々の御指摘を受けたということでございます。今後は、リスクの総

点検または情報公開をしっかりやっていくということで対応していきたいと思

います。なお、Ｋ排水路につきましては、右側上の方を見ていただくと分かる

のですが、港湾外に直接出ている状況でございました。そこで、現在は港湾内

に導くために仮設のポンプを設けまして、Ｃ排水路に流し込むということでや

っております。更に、今年度中には本設でＫ排水路は港湾内にもっていくとい

うことで準備を進めております。先ほど言いましたリスクの総点検、情報公開

につきましては、次のページ、資料１－６でございます。こちらは、リスクの

総点検でございますが、これまでリスク源を抽出してまいりましたけれども、

新たなものも含めまして１９０件ほど整理しました。これに基づきまして、一

番下の一覧表を作りまして、優先順位を付けて対策、調査を進めてまいりたい

と思っております。また、こちらにつきましては、皆さんの御意見等を伺いな

がら、新たなデータを取りながら見直しを図っていきたいと考えております。

初だしになりますが、この資料には書いてありませんが、Ｋ排水路のような港

湾外に出ております排水、側溝等があることが確認されております。また、排

水系の設備の中に汚染水が入っていることも確認されておりますので、そうい

うところもしっかりやっていくことをこの一覧表の中で明記しております。い

ずれにしましても、これだけにとらわれず、更に見直したいと考えているとこ

ろでございます。 
次のページ、こちらは情報公開の話ですけれども、従来、年間３万件ほどの

分析データを公開してきましたが、４月３０日からは５万件に増やしておりま



11 
 

す。また、今後は、手書きのものがあったり、作業用のテータがございまして、

こちらにつきましては準備が必要です。今年の夏以降の公開を目指しておりま

して、すべて公開されますと年間７万件の公開を予定しております。また、公

開だけではなかなか御理解いただけないと考えますので、社会的関心の高いも

のにつきましては会見で御説明する等の対策をしていきたいと考えます。また、

公開のルール、運用につきまして当社の独りよがりにならない様に定期的に社

外からの監視のたびに御意見等をいただいて信頼性を高めてまいりたいと思っ

ております。右側は、現在公開しておりますデータのイメージでございます。

当社のホームページを覗きますとこのようなかたちで見られるということでご

ざいます。説明は以上です。 
 

○渡邊議長 

 ありがとうございました。 
汚染水対策は国の方でもやっておりますから、国の汚染水対策について資源

エネルギー庁の方から説明をいただいて、それから、県の監視に移りたいと思

います。タスクフォースについての御紹介をいただければと思います。 
 
○資源エネルギー庁(木野氏) 

 お手元にあります資料２でございます。資料がたくさんございますけれども、

今、東京電力の方からだいたい説明いただきましたので、そこは割愛させてい

ただきます。６ページ目には廃炉汚染水対策の進捗で、多少数字が違いますが、

これはとっている時点の違いでございますので、ここも割愛させていただきま

す。１７ページまで飛んでいただいてよろしいでしょうか。トリチウムタスク

フォース、これは国が設置しております汚染水処理対策委員会という委員会が

ございます。トリチウム水とは何かといいますと、汚染水をＡＬＰＳ等で処理

をすると、他の放射性物質はだいたい取れますが、トリチウムは水自身でござ

いますので、トリチウム水はなかなか分離が出来ないということでございます。

これをどう処理していくかというものをいろいろな技術的な観点から検討して

いただいているという委員会です。メンバーは１７ページに書いてあります。

２５年１２月から開始しておりまして今でも続いております。１８ページをご

覧いただいて、トリチウム水の取扱いに関するいろいろな選択肢を検討してい

る訳でございます。それぞれの選択肢、環境、水産物、人体への影響やリスク

を考えなければいけないし、処理の期間とか、実施に係るコスト、技術的な可

能性とか、運用管理の確実性など、こういったものを問題点の抽出をしながら

選択肢を考えているところです。１８ページ目、右の段に、例えば１番目であ

りますと、地層中に注入廃棄するとか、２番目の海洋放出、３番目の水蒸気と
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して大気放出など。アメリカのスリーマイル島の事故で発生した汚染水はこの

３番目の水蒸気として大気放出したわけですけれども、量からしても全然違い

ますので、そういったことも踏まえて考える必要があります。それから、真ん

中ですと固形化して地中に処分するとか。今、いろいろな選択肢を抽出してそ

れぞれの問題点を洗い出すという段階でございます。したがって、このトリチ

ウムタスクフォースで何か一つに決めるということではございません。海洋放

出を決めたということも一切ございません。引き続き、色々な観点で議論をし

てまいりたいということでございます。 
 ２１ページ目、雨水排水路に関する対応でございます。東京電力から説明が

ありましたので、経緯等は割愛させていただきますけれども、リスクの総点検

ということで、２１ページの資料左下、調査結果公表を受けた対応ということ

で、我々経済産業省の方から東京電力にリスクの総点検をせよと指示をして、

４月２８日に報告を受けたものでございます。リスクというものはまだまだご

ざいます。２３ページにまとめておりますけれども、我々の会議であります現

地調整会議などの場を使って今後しっかりとフォローアップをしていきたいと

いうことでございますし、結果等につきましても皆様方にお知らせをしながら

前に進めていきたいと思っております。以上でございます。 
 
○渡邊議長 

 ありがとうございました。 
事業者の方から１号機のカバー解体の経過の話がありましたけれども、県の方

での監視モニタリング体制について放射線監視室から御説明をお願いしたいと

思います。 
 
○放射線監視室(和田室長) 

 福島県放射線監視室の和田でございます。資料３によりまして、県で行って

おります大気モニタリングの強化について御説明いたします。ページをめくっ

ていただき地図の方をご覧いただきたいのですけども、県で原子力発電所周辺

地域での監視の為に３６カ所のモニタリングポストを設置しております。これ

は、位置が分かる図面でございます。同心円の中心が第一原発で１０キロごと

に設置しております。３６地点のモニタリングポストで空間線量のチェックを

これまで行ってきたところでございますけれども、昨年度中にこれらに加えて

ダスト関係のモニタリングを強化しなければならないということで行ってござ

います。御承知の通り、２５年８月には３号機建屋のガレキ撤去作業におきま

して線量上昇がみられましたが、県ではこれまでリアルタイムでダストモニタ

をチェックできるシステムがありませんでしたので、昨年、地図の方の菱形が
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５か所ほどあるのですが、ここに東電のオペフロ等に設置されているものと同

じタイプのリアルタイムの線量計を設置いたしました。それから、四角の赤く

なっているところ、ここにはもともとダストモニタがありました。前回も説明

しましたが、これは、リアルタイムではチェックできない６時間ごとにろ紙を

順送りして、しばらくたってから測定するというタイプのものだったので、改

良いたしまして、測定中のろ紙の部分にセンサーを付けましてリアルタイムで

チェックできるようにいたしました。これが１４カ所ほどで、２つの状況を随

時監視していくということでございます。白いところ、これはまだリアルタイ

ムのダストモニタが整備されていないところでございますけども、その整備に

向けて検討を進めております。ダストモニタの写真などもついておりますけれ

ども、それぞれの設置場所などが書いてございます。県といたしましては空間

線量率やダスト濃度を常時監視するとともに、専用のホームページを設けまし

て、カバー解体の作業内容やモニタリングの結果について情報提供していると

ころであります。また、楢葉町駐在職員や廃炉安全監視協議会が作業の取組状

況を確認するなどにより、１号機原子炉建屋カバー解体等の廃炉作業を厳しく

監視してまいります。以上でございます。 
 
○渡邊議長 

 ありがとうございました。 
１号機の建屋カバー解体作業で万が一放射性物質が飛散した時の連絡体制につ

いて資源エネルギー庁の方で担当しておりますので併せて御紹介いただきたい

と思います。ここだけで済ませる問題ではないかもしれませんが、前回の会議

で、平成２５年８月の放射性物質の飛散問題についてお話があった時に木野さ

んから「国としてきちんと調査をして報告をします」との話がありましたので、

今の段階で分かっている範囲で結構ですので、併せて御報告いただければと思

います。よろしくおねがいします。 
 
○資源エネルギー庁(木野氏) 

 資料４をご覧いただければと思います。一枚紙のカラーでございます。前回

も説明させていただいたかもしれませんが、１号機建屋カバーの解体作業の安

全を確保するということが大前提で、飛散させない対策をしっかりとってまい

るというのが基本です。ただ、その場合でも万が一のことをちゃんと考えてと

いうことでございますので、東京電力が左の段の青いところ、東京電力福島第

一原子力発電所と書いてあります、その下に監視体制ということで①から④で

構内にいろいろなダストモニタを今回設置してございます。ここで警報が鳴っ

たという事象があった場合にしっかり連絡体制を構築するということでござい
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ます。２５条通報という専門的な用語で書いてありますが、警報が鳴れば、福

島県はもちろん、関係１３市町村などに、しっかりと迅速に通報するというこ

とでございます。 
 
○渡邊議長 

 すみません、２５条の基準を御紹介いただけますか。 
 
○資源エネルギー庁(木野氏) 

 ここに書いてありませんが、①から④でそれぞれ基準値を設けております。

構内の③であると１×１０⁻⁴(Bq/㎤)という非常に低い基準です。オペフロはも

う少し高い基準でございます。そういったレベルのものと御理解いただければ

と思います。原子力災害対策本部、それから福島県と協力させていただいてお

りますけれども、モニタリングポストの監視、東京電力の情報収集などをしな

がら自治体、プレスに情報提供をさせていただくことなどを、しっかり国と県

が協力した監視体制を敷いていることを御理解いただければと思います。それ

から、３号機のダスト飛散の関係でございまして、南相馬の米を汚染させたか

という報道があった件でございます。本件につきましては、大変皆様には申し

訳ないのですが、まだ、農林水産省を中心に調査をしている段階でございまし

て、まだ、お示し出来るものがありません。結果が出たら次回８月の県民会議

の場でしっかり御説明させていただきたいと思いますので、引き続き御指導賜

りたいと思っております。よろしくお願い致します。 
 
○渡邊議長 

 ありがとうございました。御説明いただいた内容は以上です。これから質疑

に入りたいと思います。東京電力に確認ですが、１ページ資料１－１ですが、

ガレキ発生時の想定リスクというものが施設についてしかないのですが飛散防

止の問題があったと思いますので、付け足していただきたいのと、汚染水問題

の中で資料１－２の中で、ＨＩＣのところに雨水が溜まって発見されたと説明

があったのですが、ボックスカルバートの中に雨水がたくさん入っていたら大

変ですので、雨水でない、いろいろな水がありますのできちんと確認したいの

ですが、雨水ですか。 
 
○東京電力(塩原氏) 

 説明が不十分で申し訳ございませんでした。雨水ではございません。もとも

とあった水であります。 
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○渡邊議長 

 これから質疑に入りたいと思います。何が皆さんに一番分かりやすいものな

のかと思いましてこういう一覧表を作っていただきましたが、まず、一番、経

過について皆さんから御懸念をしている課題、あるいは心配している問題等が

ありましたら出していただいて質疑をしたいと思います。その後、汚染水対策

と経過説明を分けて議論をしたいと思いますので、まずは資料１－１、１－５

について御質問、御懸念等がございましたら率直に発言をしていただきたいと

思います。 
 
○大熊町（井戸川氏） 

 大熊町の井戸川と申します。廃止措置に向けた進捗状況、資料１－１です。

一番右側にリスクと課題ですが、建屋カバー解体時の放射性物質の飛散防止、

空気中の放射性物質濃度の監視とあります。これは、非常に大きなポイントが

あるのではないかと思います。いろいろなモニタがあちこちにおいてあります。

それはＯＫでございます。しかし、モニタがキャッチした時は、すでに放射能

は外にだいぶ出ているのです。それをどのようなかたちで止めるのかというこ

とは別な問題かと思いますが、あくまでも出さないというのが条件です。これ

は大きな条件になります。これを出してしまったらどうしようもない。大熊町

は避難区域を除染しようということで、６月から除染に入ってまいります。そ

ういう中で、飛散があった場合、除染したものがまた汚染してしまう、お互い

いたちごっこになるようなことで私は非常に懸念しております。どういう状況

であっても外部に出さない、この一点をしっかりと管理して、もしも風が吹い

たらどうなるのかとか、いろいろな問題が生じてくるかもしれませんが、しっ

かりと対応してほしいと国の方にもお願いしたいということで私の意見とさせ

ていただきます。 
 
○渡邊議長 

 ありがとうございました。特に管理体制、感知してからでは遅いということ

ですけど、特に事業者の方でお伝えすることはございますでしょうか。 
 
○東京電力(増田ＣＤＯ) 

 一言だけよろしいでしょうか。廃炉汚染水対策の責任者の増田でございます。

今、御指摘いただきましたように出てしまってからの監視では遅いというのは

おっしゃるとおりでございます。監視体制はしっかり整いましたし、通報体制

も先程木野さんの方からありましたように出来てまいりました。あとは作業中

に飛ばさないことです。３号機の時に皆様に御心配をおかけしましたこともご
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ざいますし、飛散防止剤の使い方ですとか、水の使い方、作業中に飛ばさない

など、機会がございましたら御説明させていただきたいのですが、３号の反省

も踏まえまして、しっかり飛ばないような体制を整えました。強風の時の話も

ございまして、風が吹いてもその影響を受けづらくするということで、風が吹

いた時の飛散防止剤は瞬間最大風速５０メートルくらいまでは耐えられること

を確認してあります。この５０メートルというのは浜通り地方ではなかなかな

い状況の数値ですので、そういった面でも飛散防止を確認しながら進めており

ます。１号機につきましても飛ばさないよう、念には念を入れてやってまいり

たいと思います。 
 
○渡邊議長 

 はい。どうぞ。 
 
○原子力規制庁(持丸氏) 

 原子力規制庁の持丸でございますけども、今のお話で規制側から申しますと、

１号機のパネル撤去作業が始まって、ガレキ撤去作業などの一連の作業がこれ

から始まりますけども、３号機の教訓の徹底的な反映を東京電力に指導してお

ります。ただ、東京電力自身も飛散対策として飛散防止剤を撒くとか散水する

とか、色々なやり方を示しているのですが、どのような環境の時、どのような

組み合わせ方で適切に対応していくのか、この辺の運用が重要です。従って、

この運用がきちんと出来ているかどうかについては、私も１Ｆに入って徹底し

て、フォローしております。そういう形で私自身も色々と意見を言って直させ

ていますけれど、概ね、ある程度ルール化が最近は出来てきているかなと思っ

ています。従ってこれから運用を開始していただいて、まずは、ＰＤＣＡを回

していただき、場合によっては、見直すような取組を通じて、３号機のような

ことを二度と起こさないということを徹底していくことが重要と考えています。 
 
○渡邊議長 

 はい。ありがとうございます。木野さんから先程説明いただいた資料４なの

ですが、プレス発表や自治体発表などの情報提供は、実際に自治体や、県民に

情報が伝わるのにどのくらいの時間がかかるのですか。どのくらいを想定して

いるのか教えていただければと思うのですが。 
 
○資源エネルギー庁(木野氏) 

 資料４に時間的なものが書いてございませんで申し訳ないのですが、２５条

通報というのは、内容にもよるのですが、だいたい３０分以内でお知らせがい
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くと思います。通報が発生して、県にも自治体にも同時に来ますので、そのく

らいかと思います。 
 
○渡邊議長 

 事業者の方で、今もモニタリングはしているのでしょうが、そういう情報を

リアルタイムで分かりやすく報道するような何か施策というのはあるのでしょ

うか。 
 
○東京電力(増田ＣＤＯ) 

 ホームページ上に来週の作業日程、あるいは明日の作業予定、今日の作業結

果というのも含めて、御提示するようにしております。これをすることで、だ

いたいダストが飛散しやすい作業をやるのかやらないのかを皆さんにもお分か

りいただけるのではないかと思っております。その上で我々の方で持っている

モニタというのは、作業をやっている１号機の原子炉の一番上にモニタを置い

ております。そしてその１号機の周囲にモニタを置いてありまして、そして構

内のもう少し遠いところに置くなど、何層にも置いております。一番近いとこ

ろのモニタが最初に鳴るというのは皆さんお分かりかと思いますけど、そこで

の警報のレベルというのが、あまり高いレベルになる前に、その半分くらいの

時に一度鳴らすようにしておりまして、早い内に異常を確認するということを

やっております。構内のダストモニタというと構内でマスクをしなければなら

ない時に鳴るというのが２５条通報だと思いますが、それよりも前に作業をや

っている人に知らせることが出来て、これは異常になりそうなので、皆さんし

っかり防護してくれですとか、待避してくれということも言えるようになりま

す。ということで３０分よりも前に警報が出るというようになっております。 
作業の内容をお知らせしておりますし、予定も実績もお知らせします。また、

今先生からお話ありましたようにリアルタイムモニタのデータもしっかりと提

示するようにしておりますので、今度は３号の時のように何がどこで起こって

いるのか分からないということは、なくすようにしっかりと考えたつもりです。 
 
○渡邊議長 

 ありがとうございます。いかがでしょう。はい、どうぞ。 
 
○浪江町（岡氏） 

 浪江町の岡と申します。よろしくお願いいたします。資料３でモニタリング

についてよろしいでしょうか。モニタリングポストの件なのですけれど、私は

浪江町に住んでおりまして、これを見ますとポストの位置が浪江町の周辺には
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あまりないような気がします。発電所周辺ということで大熊、双葉、浪江と来

たと思うのですけれど、この位置を確認したいなと思い、お聞きしたいと思い

ました。 
 
○渡邊議長 

 これは、県の方にお伺いした方がいいですかね。浪江ですと西の方に多くあ

りますが。 
 
○放射線監視室(和田室長) 

 浪江町のポストは請戸、棚塩、浪江、幾世橋、大柿ダム、南津島にございま

す。今回、リアルタイムダストモニタを設置したところにつきましては、まず、

設置条件として、一定の空きスペースがあることですとか、電気を確保できる

こととか、他のところの位置関係などから、選ばせていただいてまして、私ど

もの方としては、１Ｆの周りを全方位で囲うような位置づけでやってございま

す。各市町村ごとにどう設置するかというよりも、色々な方向で同心円で囲む

ように選定してございます。今回、こういったかたちになってございますけど

も、まだ、ダストモニタがついてないところも順次設置するように検討してま

いります。 
 
○浪江町（岡氏） 

 私が住んでいるところは、苅宿というところで浪江町から津島に向かうちょ

うど真ん中あたりです。そこは、１１か１２の部落が住んでいて、結構広範囲

なんです。是非それも検討していただきたいと思います。近くにあるモニタリ

ングポストの数値が自分が持っているものと全然合わないので、機械がいい状

態のものであれば是非苅宿地区にも置いてもらいたいです。よろしくお願いし

ます。 
 

○渡邊議長 

 監視体制について、今回は飛散問題に対して同心円状に設置をする。これは、

規制庁からそういう指示があって、県がやられた内容だと思うのですが、これ

以外にもリアルタイムの線量計は設置されていますから、そういうマップから

色々な指示を出す等、色々な方策ができると思います。そのへんどうなのでし

ょうか。 
 
○放射線監視室(和田室長) 

 今、渡邊先生がおっしゃったとおり、地図に載せてありますモニタリングポ
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スト以外にも国の方で設置しております、可搬型のモニタリングポストやリア

ルタイム線量計というのがこの地区、関係市町村だけで５００以上ございます

ので、そういった情報につきましては、県のホームページあるいは、原子力規

制庁のホームページで御確認できる状態になってございます。当然皆様にそう

いった情報を見ていただくと共に我々もチェックしながら、何らかの異常があ

れば、きちんと市町村あるいは、マスコミの方に情報提供するという体制にし

てございます。必ずしもこの３６ケ所の測定器の近くでなくても、色々な測定

器による情報によって住民の方にお知らせする体制となっております。 
 
○渡邊議長 

 一番安心なのは私たちの身の回りに線量計があることなのですが、飛散防止

という観点からですと２、３キロメートルくらいのところで２５、２６、２７

の地点あたりにもありますので、このあたりで最初に検出されますと、風下側

では早く検出され、おそらく通報も早く伝わると思いますので、周辺地域のモ

ニタリングポスト、全方位にありますので、その後で、高い値が検出されます

と３１、３２、３４での監視も重要になってきます。そうみますと、今回増設

されたモニタリングポストだけでなく、今までのものも含めて監視をしていく

必要があります。それは、私たちには出来ません。やはり、放射線監視室等で

責任を持ってやってもらうというのが前提だと思いますが是非増設して欲しい

という御要望です。これから色々なかたちで可能性が出てくるかもしれません

のでお願いしたいと思います。 
その他はいかがでしょうか。村山先生どうぞ。 

 
○東京工業大学(村山教授) 

 先程の資料の１－１と４についてで、１号機のカバー解体時の連絡体制で、

資料４に警報という仕組みがあるのは非常によいと思うのですが、警報という

のはレッドカードですので、これが出てからでは遅いのではないかという気が

します。先程、御説明があったように、これよりも少し前の段階で、半分くら

いのレベルでの通報も今後検討いただきたいと思うのですが、警報が出る前に

何か注意報的なイエローカードのようなものが、もし出せるのであれば、警報

が出る前の事前の何か注意を喚起するような仕組みが出来るともう少し取組が

しっかりとするのではないかと思います。今回１号機から始まるのですが今後

２号機、３号機と続きますので、すぐには出来ないかもしれませんが、その点

も含めて、そういった取組の可能性も是非検討していただければと思います。 
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○渡邊議長 

 ありがとうございます。今、村山先生がおっしゃったことは提言のようなか

たちで出さないと意味がないのですが、ガレキ撤去で続けてそのようなことが

あれば、必要になると思うのですが、事業者の方で何かあれば反映してほしい

と思います。 
 
○東京電力(増田ＣＤＯ) 

 一度、警報設定の考え方について御説明させていただいた方がいいと思いま

した。我々が出している警報というのは、その警報が鳴ったからといって、す

ぐに健康に被害が出るということではなくて、健康被害が現れると考えられる、

１０分の１、２０分の１というレベルで設定しておりまして、そのまた半分の

段階で皆さんに我々のところで警報が出ていますとお知らせするということに

なります。議長がおっしゃったように、まんべんなくきちんと分散して飛んで

いるときの話になりますので、極端に１か所だけ高くなるとそうならないよう

にしないといけないというところではありますけど、考え方として皆さんに御

説明するというのはいいと思いますので、そういった機会を作っていただけれ

ばと思います。いずれにしろ、今申し上げていますのは、従事者が被ばくをし

たとしても、健康被害を与えるような値の１０分の１、２０分の１のところで、

まずは、警報値を設定しておりますので、すぐに警報が出た瞬間に何かが起こ

るということではないということを御理解いただければと思います。 
 
○渡邊議長 

 ありがとうございました。では河井さん、どうぞ。 
 
○河井原子力専門員 

 専門員の河井です。先程、浪江町の方から御質問がありましたが、モニタリ

ングの濃さの違いがあると思っております。最初３号機の問題があり、色々と

モニタリングの話がクローズアップされたのですが、その後に１号機の話が出

てきたという流れであります。実は今、資料の１－１と１－５という形で進ん

でいますけど、特に１－２の一番最後のところですかね、タンクの解体の時に

もダストの飛散の問題は出てきまして、それから、今日の資料にはありません

けれども、２号機の周りの色々な構築物の工事上の障害になるものの解体が

近々行われると発表があって、これに関してもダストの飛散の問題があるだろ

うということで今御質問させていただきました。それから、やはり、色々と３

号機の話だけでなく、ダスト飛散を防止することや監視を強化するということ

が色々なところで話題になっているわけです。それには、個別に対処するとい
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うことも必要なのですけれど、少し先になるのですが、デブリの取り出しとか、

建屋の解体ですとか、そういった、ステージになるとさらに必要になることで

すが、現状分かっている範囲で個別の工事に対して警報、ダストのモニタ管理

をするといったことが出来ていると、他の色々な監視にも有効ではないかと思

います。そういうことで、発電所の中で色々な意味でダストのモニタが手厚く

行われているエリアというのはどこかということではなく、ダストのモニタリ

ングから見た形で発電所の中の状況を説明いただければと思います。新しく工

事の話題がでているところでそれが手厚く監視管理されていれば、我々県民が

安心できるという話でありまして、そういったまとめ方で、次回でもいいので、

そういう御説明をいただけないのでしょうか。 
 
○渡邊議長 

 ありがとうございました。どうぞ。 
 
○東京電力(増田ＣＤＯ) 

 その点について、しっかりと対応したいと思いますが、今回リスクの総点検

というのを行いましたときに、ここで問題視したのは、まず、水とダストです。

水については１－６の資料をご覧ください。リスクの総点検というのは、流出

するものの液体とダストの問題があって、液体については、流出の経路につい

て考えました。道路の脇の側溝からいつの間にか敷地の外に出てしまうのでは

ないかということについて考えてみるというのが液体の流出経路になっており

ます。ダストについては、やはり飛散というのを考えましたので、これから行

われる作業、今、申し上げていただいた、フランジタンクを壊す、あるいはガ

レキを撤去するというのが作業として生じるわけです。そういった作業が行わ

れるとダストは飛散するだろうという観点から、今回リスクの総点検を行いま

した。ですから、河井さんおっしゃったように、タンクを解体するということ

は、どういう場所でやります、周りには、ダストモニタをどういう風に置きま

す、どういう救援を行い、どういう対応を取りますというのがこのリスクの総

点検から出てくるものです。そして、それをしっかりやることで、皆様に御心

配、御迷惑をかけないようにするということが、このリスクの総点検でござい

ますから、この総点検ではどういったことを行い、どういった対応をするのか

ということ、あるいは、そのためにどういったモニタを設置したのかというと

ころを御説明したと思います。ダストモニタについては、今回、しっかりとし

た本設化といいますか、設置をしたものがぐるぐると何周かにありまして、作

業ごとにサンプラーというものでダストを吸引しながら仕事を進めてまいりま

すので、そういったところも是非次回のこの場で御説明させていただきたいと
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思います。 
 

○渡邊議長 

 会議として皆さんの関心も高いですので、次回お願いしたいと思います。 
 
○河井原子力専門員 

 ３号、１号と話題が続きましたのでモニタが発電所のどこにあるのかマップ

に近いものが最近見せていただけるようになったので、モニタリングからみた

発電所の中の様子という趣旨でお願いいたします。 
 
○東京電力(増田ＣＤＯ) 

 承知いたしました。 
 
○高坂原子力総括専門員 

 先程、河井専門員からもありましたが、具体的な廃炉作業に伴う予定とそれ

に伴うリスクということで書いていただき非常に分かりやすいと思います。今

御説明のあった、資料の１－６ですか、リスク総点検の検討結果について、県

民が一番心配しているのは、環境に放射線の影響がないかどうか、ということ

です。流出経路、ダスト飛散について「対策が必要」と評価したものが２１項

目で整理してあるのですけど、内容をロードマップの作業とそれに伴うリスク

で分かるように、特に排水路は取組が分かりやすいように作業にリンクするよ

うなかたちで、今日の作業はこうです、そこで考えられるのはこういうリスク

です、というように環境への放射線の影響があるものに限って、分かりやすい

形で御提示いただくと県民も分かりやすいのではないかと思います。是非この

へんも検討いただければと思います。 
 
○東京電力(増田ＣＤＯ) 

 はい、承知しました。 
１－６に書かせていただきましたように、我々、１９０項目について、高坂

さんがおっしゃったような観点から整理しまして、そのうち１２４項目はＯＫ

としたのですが、その他６６項目のうち、今対策をするとしたものが、２１項

目なのですが、実は、調査しないと分かりませんというものが４５項目残って

おります。これは、リスクとして残っているものであると思います。対策とし

て実態が見えていないこともありますので、２１＋４５項目について分かりや

すい形で御説明するようにいたします。 
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○高坂原子力総括専門員 

 エネ庁さんの方なのですけれど、先程、３号機のダストの飛散と南相馬の汚

染の問題が云々という話がありましたけれど、色々と検討されているという話

をお聞きしました。確認ですが、最近東京電力さんの方で農水省からの依頼で

実施した、３号機のダストの粒子径の分析等の調査結果を提出されており、そ

の結果の評価については、農水省さんの方でやられるということで伺っている

のですけれど、一応県民の立場からですと、農水省と経済産業省でやりとりさ

れていないようですので、まとめて総合評価していただきたいと思います。エ

ネ庁さんへ御質問したい。それと、南相馬の稲の問題は３号機ダストの分析デ

ータが出たので、それを踏まえて検討していただいているという話がありまし

たので、まとめて評価していただきたいということお願いでございます。 
 
○渡邊議長 

 南相馬の問題は、県の農業センターも含めて色々な形で検討されていますの

で、全体の国としての見解を木野さんの方から報告していただきたいというこ

とを前からお願いしていましたし、木野さんの方からも報告しますということ

でした。現段階で粒子径の分析など、回答できるような資料はないですよね。 
 
○資源エネルギー庁(木野氏) 

 東京電力から先週発表しているデータを踏まえて、農水省の方で他の調査も

併せて評価していくということです。そういったことも含めて次回報告できれ

ばいいなと思っております。 
 
○福島県農業協同組合中央会（橋本氏） 

 議長に振っていただいて回答いただいたのですが、想定の範囲内の回答しか

得られなかったので、具体的にどういう調査をやっていますよ、どういう風な

状況ですよ、いつまでにはということは最低お出しいただきたいなと思います。

どうしても、２５年８月の作業が原因ではなさそうだという曖昧な答えで、こ

れは回答していないのと等しいので、少しはちゃんと誠意を見せていただきた

いなと思います。それから、先程の先生の意見とほとんど同じだと思いますが、

資料４で１号機の建屋カバー解体作業にかかる情報提供体制というかたちで、

ある程度分かりやすくお出しいただいたのですが、廃炉作業一つ一つについて、

やはり、こういったかたちでの基準や情報提供体制というのがあるのでしょう

から、そういう一つ一つの作業についてもお出しいただければ、ありがたいな

と思います。そういった意味では、先程東電さんの方で説明あった、リスクの
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総点検結果というのは、たいへん参考になるのかなと思います。点検結果につ

いては、まとめていただいて、それに対して環境なり土壌なりに影響があるの

か、それともないのかということも含めてきちんと県民に分かりやすく、一回

きりでなく定期的に報告していただきたいと思います。一般の県民は、専門家

のように分かっているわけではないので、そういったことも踏まえて丁寧な対

応をお願いしたいです。以上です。 
 
○渡邊議長 

 木野さん、いつという日程くらいは分かるでしょうか。 
 
○資源エネルギー庁(木野氏) 

 まだ、断定的に言えないところであるのですが、わざと遅らせているわけで

はないので、しっかりと対応したいと思いますのでよろしくお願いします。 
 
○渡邊議長 

 結局、まだ確定できないというのが現状で、セシウムそのものは原発から出

ているものですので、それがどういう風になっていて、直接飛散したのかそれ

以外なのか、そのへんの特定がなかなかできないのが現状です。是非、そうい

う色々な懸念を出していただいて、議論していただいて結構ですので、ちゃん

と的を射ている質問ですので、どんどん出していただきたいと思います。次回

に期待したいと思います。その他いかがでしょうか。 
 
○会津大学(兼本教授) 

 今の南相馬の話もいつ解決するのかというのは難しいと思いますけれど、最

低限どういう体制で調べているのかということは、この場で紹介していただけ

ればと思います。そういう点をお願いしたいのが一つと、ダストモニタの件に

ついて、非常に大事で皆さんも注目しているところだと思うんですが、先程、

色んな作業工程を見たのですけれども、出たときに大丈夫だということも大事

だと思いますので、そういう情報も管理して、ダストモニタが原子炉の近くで

はどうなっている、遠くではどうなっていると警報がでなくても紹介して欲し

いのが一つです。もう一つはガレキ撤去の作業がありますけれど、ダストが壁

となっていますが、その作業を早くしないと、その下に色々作業が残っている

ので、そのリスクも一緒に考えてどういうスケジュールでやるのかが大事だと

思いますので、資料１－１ですけども、１号機、２号機、３号機の流れという

のがありますけど燃料をどういう手順で取り出そうとしているのかも含めると

もう少し安心できるのかなと思います。 
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○渡邊議長 

 これは、国の方でこういった報告していただけますか。 
 
○資源エネルギー庁(木野氏) 

 ダスト飛散の方ですけれども、まさにダスト飛散した場合に大丈夫だった場

合にも情報を出して欲しいというのはおっしゃるとおりでございます。資料４

にもありますけれど、現地対策本部の福島県の方から情報提供させていただく

わけですけれども、その中には当然万が一飛散があった場合の影響の評価をさ

せていただいて、そういう情報もちゃんと提供させていただくということで資

料４のような体制で考えております。 
 
○渡邊議長 

 兼本先生今の回答でよろしいでしょうか。事業者の方は今日の作業では大体

どれくらいダストが出たという情報は出せないのでしょうか。 
 
○東京電力(増田ＣＤＯ) 

 本日の作業がどうでしたというのは１号機のカバー解体、ガレキ撤去につき

ましては、出すつもりでおりますが、そこにダストの濃度が出せるかどうかは、

もう少し考えさせて下さい。あまりにも何をやっているのか分からないような

データを出すよりは出さない方がいいということもあると思いますので、そこ

はもう少し考えさせていただきますけど、今日の作業はどういう作業でちゃん

と終わったのか、何か異常があったのかについては毎日ホームページで知らせ

ていただきます。もう一つ、兼本先生がおっしゃった、使用済み燃料の取り出

しの時期との兼ね合いでやはり、この作業はしっかりやらなくてはいけないと

いうのは、おっしゃるとおりでございますが、我々としましては、国のロード

マップとの兼ね合いをとりながら、しっかりと使用済み燃料の取り出し時期を

見据えていきたいと思います。仕事を進めることで皆さんに与えるリスクと自

分たちの仕事が遅れることで残されるリスクがあると思いますので、そのへん

をしっかりと考えながら、国の指導をいただきながら今後作業を進めていきた

いと思います。 
 

○渡邊議長 

 一過性の問題と重積して積山していくという問題があると思いますので南相

馬がどうかという問題と併せて次の事故を起こさないためにも監視体制等含め

て必要なのかなと思います。 
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○河井原子力専門員 

 全く違う切り口の話なのですが、資料１－１の右下、ガレキ等の適切な管理

ということなんですけど、焼却施設や減容施設を設置するということで方針が

書いてございますけども、１－１の上の方のこの工程表を見ると、解体・処分

というのが一番右の３０～４０年後ということで書いてあります。解体とか処

分について、もう少し踏み込んで明らかにするようなかたちで説明を聞ければ

と思いまして、これは、今すぐということではなくて、３０～４０年後の話で

しょうから、近いところでお願いしたいと思います。処分の話があるのであれ

ば、いくつかの処分上の形態をケーススタディー的に分けて、それぞれに対し

て、その処分方法はどうだというやり方でもかまわないと思います。処分の方

法が決まらないと、それに適した処理方法、つまり、ここでいう焼却とか減容

です。あるいは、問題になったＨＩＣのような、所謂水系の廃棄物を今後どう

するのか、水のままずっとそのままにしておくわけにはいかないことは誰しも

分かることですので当然何か処理をするわけですけども、そういった方法も決

まってこない。これからは先を読んでこれから先どうするのか、それぞれの処

理方法を決めないといけないので、これを使って処分するという最終的なイメ

ージを、もう少しイメージアップをしていかなければと思います。 
 
○東京電力(増田ＣＤＯ) 

 ここのところは、誤解を与えるような表現をしていると反省いたしました。

１－１の一番下の行、原子炉施設の解体等に発生したガレキ等の適切な管理と

書いてございまして残念ながら、解体に至る前のデブリの取り出しのためのガ

レキの撤去ですとかタンクを作るのに木を一生懸命切り倒してガレキを増やす

という面もあります。そういったものの保管もしっかりやっていきますという

のがはっきりと表現されておりません。今先生がおっしゃったように解体処理

によるガレキというのは入っていません。我々、解体処分について今お示し出

来るものはありませんで、今、ロードマップ上でやっておりますのは、デブリ

の取り出し方が戦略プランとして廃炉支援機構、ＮＤＦと言わせていただいて

いるところで出てきた状況ですから残念ながら、お知らせするのはかなり先に

なるのではないかと思います。ただ、廃棄物としては非常に大事な問題で我々

も解体処理にいく前にデブリ取り出しよりも前に、今、例えば「排水路を綺麗

にします」であったら、そこに出てきているゴミはどこにどうなっているんだ

と皆さんの御心配になられている事項になると思います。そういったものを第

９棟の固体廃棄物貯蔵庫であったり、保管施設第３槽ですとかに保管をしてい

るのですが、ここに全部が入りきるのかという御質問があるかと思います。今、
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その廃棄物どのくらい発生すると思われているのか、それをどうやって保管し

ていこうかということは、なるべく早い時期に皆さんにお示し出来るようにし

たいと思います。それは、最後のデブリ取り出しまでではなくて、それよりも

前の話をしていることになりますけども、そこをお示しすることから情報をし

っかり提供するようにしていきたいです。 
 
○渡邊議長 

 ガレキについては、どういうガレキがあって、それをどういう風に処理をし

て保管するのかといった問題があると思いますので、処分するものとそれから

処理方法とリスクと分けていただいて、いずれ、そういう時間を設けたいと思

いますのでそういうかたちでよろしくお願いします。よろしいでしょうか、河

井さん。 
いかがでしょうか。今までの経過措置と３ヶ月間の動きを中心に懸念材料を

伺って進めてまいりましたけど、もし、なければ次の汚染水問題の質疑に移り

たいと思います。皆さんが発言することで事業者や国の方に伝える力になりま

すから、発言を是非していただきたいのですが、よろしいですか。 
 
○福島県ＰＴＡ連合会（村上氏） 

 県のＰＴＡの村上でございます。資料４に建屋カバー解体時にダストが飛散

した場合、速やかに県や市町村に情報提供するとあります。速やかに情報提供

するということでございますけども、市町村等というのはどういう風に行うの

か。何を言いたいかと申しますと、私たち県民一人一人が例えば、そういった

情報をどうやって知り得るのかというと各市町村にきたら、その先は各市町村

の判断に任せられるのかということでございます。たいへん重要な情報を夕方

のテレビで知るというのは、不信感を抱くと思います。この時点でずれが生じ

ていると思います。プレス発表というのもありますけども、一人一人が情報を

提供されるのを待つのではなく、同じ速度で伝達するというのがあるのではな

いかと思います。 
 
○渡邊議長 

 木野さん、先程３０分という話がありましたけど、私たちまで、届く前に夕

方のプレス発表で知ったという、それくらいにしか実はリスク管理されていな

いという現状なのです。ですから、机上の空論としてこの組織体制、通信体制

でどのくらいかかるのかと先程質問をしたのですが、ちゃんと大きな通報義務

が生じるものには、ちゃんと伝えるということなのかもしれませんけれども、

それ以外の不安材料等についても、こういう運営体制というのは、これは福島
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県の方にもお願いしたい内容でございますけれど、そういう意味での通報体制

というのは必ずしも明確ではないのではないかと、まさに私たちが持っている

懸念そのものなのですが、いかがでしょうか。 
 
○資源エネルギー庁(木野氏) 

 たぶん、色々なトラブルも含めてだと思いますけど、事象の緊急性によって

伝えるスピードというのは差が出てしまうことがあります。東京電力、県や自

治体とも調整して、迅速に出すもの、それから、時間をおいてだすものと、公

表基準というのを作って、これを調整させていただいています。この１号機の

ダスト飛散の問題について申し上げさせていただきますと、１３市町村、それ

からマスコミにも同時に情報を伝えるように体制を整えているところでありま

す。県民の方一人一人に、どういう風に情報を伝えるのかというのは、なかな

か非常に難しい問題です。一方で自治体さんの方でも例えば、ダストの飛散量

にもよるのですけれども、防災無線を使ったり、携帯のメールということも考

えているところです。そういった、いくつかのツールを使いながら各自治体と

県と協力しながら、情報を速やかに伝えるように考えてはいるのですけれども、

この関係の訓練もやったりしております。現地対策本部と県や自治体さんで組

んで情報通信訓練等もやっています。そういった訓練も踏まえながら、改善す

べきところがあれば、改善していくと、皆さんに出来るだけ情報を迅速に伝え

られるようにしっかりと取り組んでまいりたいと思います。直接的な答えにな

っていないところは恐縮なのですが、しっかりと対応してまいりたいと思いま

す。 
 
○渡邊議長 

 福島県のほうで危機対策ということでやっていらっしゃいますけれども、万

が一の場合に県民一人一人に伝えるような手法というのは考え出しているので

しょうか。それとも原子炉については適用しないというようになっているので

しょうか。 
 

○原子力安全対策課(菅野課長) 

 原子力安全対策課の菅野と申します。今回は１号機の建屋カバー解体でダス

ト濃度が上がった場合について、木野さんの方からありましたけれども、関係

機関の連絡体制については、迅速に情報提供できるようにと、この資料４のよ

うな体制になっております。今、お話があった、そこから県民一人一人に伝え

るにはどうしたらよいのかというのは非常に難しいところでございまして、今

お話があったように各自治体が持っている防災無線を使ってやるという手法も
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あるでしょうし、携帯のメールを使ってというのもありますし、今後、ダスト

の問題では現時点では情報をホームページ上に提供する、関係機関で情報を共

有する、ということになっておりますので、そこからいかに伝えていくかとい

うのは、我々の課題となります。また、それ以上の災害と言いますか例えば、

避難ですとか、屋内退避ですとか、人の生活に影響が出る問題というのは、別

な体制がありますので、まさにそこにいらっしゃる人々にいかに伝えるのかと

いうことになります。今後建屋カバー解体につきましては、避難とは性格が違

うものでございますので、県民の皆さんがいち早く知りたいという情報もある

と思います。そこは、これから関係機関とも相談しながら考えていきたいと思

います。 
 
○渡邊議長 

 なかなか難しいとは思いますけれど、是非考えてほしいと思います。それか

ら、屋内退避が必要になってくる時に３０分後というのは結局意味が無いと思

うんです。新しい通報体制というのを考えないといけない。今もＰＴＡの方か

らもありましたけれど、３．１１の事故後でも強い地震が起こっています。あ

あいう中でまた同じことが起こるというのは想定されないわけではないですか

ら、通報体制のあり方について、国として考えておくというのが、安全な社会

を作るということになるのではないかと思うのですがいかがですか。 
 
○資源エネルギー庁(木野氏) 

 ３・１１の事故のレベルと１号機建屋カバーのダストの飛散というのはそれ

よりも低い段階でキャッチするというのが必要でこういう体制をとっているわ

けなのですが、渡邊議長がおっしゃるとおり、原子力防災の話ですね。これは

引き続き、我々、原子力災害対策本部というのを設置して、万が一の事態に備

えるというのは今でもやっています。それから、原子力防災体制というのはき

ちんと整備されておりますので、そういったレベルの事故が起こるという可能

性は現段階では非常に低いのですけれど、それでも万が一の体制をとっておく

ことは必要ですから原子力防災体制も引き続き構築しているところであります。

皆様に御理解いただけるようにきちんと説明したいと考えております。エネ庁

という立場とは、少し違うのですが原子力防災について理解していただくこと

が必要かと思います。 
 
○渡邊議長  

 少なくとも、これだけでは納得のいく通報体制ではないと思いますけれど、

今、一生懸命御理解をと説明があったと思いますが、建屋カバーだけという話
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ではなくて、ガレキの問題の中で原子炉の方に直接異常が起こるとか、色んな

ことが想定されるわけです。我々、色んなことを想定しなければならないと思

いますし、想定していないところから事故が起こるわけで、建屋カバーだけの

問題ではなくて、そのへんのところも含めた通報体制についてさらに検討して

いただければと思います。 
汚染水の方に移ってよろしいでしょうか。資料の１－２です。皆さんに見て

いただきたいのは、資料の１－３に事業者の方から水の流れとそれぞれの場所

における汚染水の名称ですね、同じ地下水でも色々な種類がありますので、放

射性物質の濃度と併せて色々まとめていただきました。流れもかなり分かりや

すくなっていると思います。汚染水問題で御意見、御懸念ありましたら発言し

ていただきたいと思います。いかがでしょうか。 
 
○生活協同組合連合会（吉川氏） 

 福島県生協の吉川と申します。二つほど教えていただきたいです。資料の１

－２のところのトレンチ内の汚染水の除去です。２号機から３号機のトレンチ

の閉塞充填が進んでいて、ほぼ完了したということなのですが、これは、ある

意味強制的に水の流れを止めたわけですけれど、単純に考えると、そこまで来

ていた水がこういう風に閉塞されることで別の流れが出来ているのではないか

という疑問があるわけです。想定されるリスク、課題のところでは、トレンチ

立坑部の閉塞不調となっていますけど、今まで考えられないところに水の流れ

が出来て色々な所に行くことが想定されないのかということを単純な質問です。

また、資料の２のトリチウム水タスクフォースについて、今まで１１回ほどや

ってタスクフォースの中では意見の調整や選択肢の一本化を行うものではない

ということですけども、いずれどこかで判断しないといけないと思います。こ

れからトリチウムをどうするのかということはいつ頃、どういう期間で結論を

だすのかお考えがあれば御説明をいただきたいと思います。 
 
○渡邊議長 

 ありがとうございました。事業者の方でお願いします。 
 
○東京電力(増田ＣＤＯ) 

 今、トレンチの話を頂戴いたしました、補足資料２の方で説明させていただ

きたいのですがよろしいでしょうか。補足資料２の汚染水の状況と対策につい

てという紙の３ページをご覧いただきたいと思います。ここにトレンチという

ものが書いてあります。トレンチというのは、トンネルのことであります。左

側の真ん中にあります絵ですが、タービン建屋というのが原子炉建屋の海側に



31 
 

ある建屋でスクリーンポンプ室の上側が海だと思っていただければと思います。

２号機、３号機のところから海の方の機械に向かって配管やケーブルが出てい

るものがあります。それをこのトンネルＢやＣと書いてあるものに入れている

わけです。御質問いただいた内容でまずは、なぜここに汚染水が溜まっている

のかということですけど、これは、震災の直後に原子炉の方で溶け落ちてしま

った燃料にどんどん冷却のための水をかけていました。その水が原子炉建屋か

らタービン建屋へと流れる時に溜まっていたということでございます。当時か

ら溜まっていたので非常に濃度が高い汚染水であるわけですが、今おっしゃっ

たように流れがあるような水ではなくて溜まり水という状態でした。ですから、

これは、何かトレンチのところがひび割れて水が漏れたらまずいと思いますの

で、中の水をしっかり抜きましょうと考えたわけです。抜いたときに穴を開け

たままにしておきますと、また水が溜まる可能性がありますので抜くときにコ

ンクリートを中に充填しようということで、このやり方を考えまして閉塞する

ということになりました。今、２号と３号のところの海側がコの字型になって

いますところを横から見たのが下のところに書いてあるような串のような絵な

のですが、これは、地面に対して横にトンネルがあって、縦にマンホールみた

いなものがあるというイメージとつかんでいただければと思います。全体で、

１００メートル程の長さがありますが、この中にモルタルのようなものを入れ

て、汚染水を順次抜いていったという作業がほぼトンネル部分は終了しました。

全体としては６割ぐらいの水が抜けまして、もう少しでここについても汚染水

が大量に出ていくようなリスクがなくなりますという御報告が出来ると思いま

す。以上が閉塞とその後水はどうなるのだという説明です。 
 
○渡邊議長 

 それから、横に流れるのではという説明は。 
 
○東京電力(増田ＣＤＯ) 

 ここに溜まった水を抜いたというだけで、外から流れが入ってくるような部

分ではございませんので、そういった心配はないと考えていただいて結構です。 
 
○資源エネルギー庁(木野氏) 

 後半のトリチウムをいずれはどうにかしなければいけないというのは、まさ

におっしゃるとおりでございます。いつ頃までというのは、なかなかお示し出

来る状況にございません。こういった色々な選択肢の検討もまだまだあります

し、資料の２の１８ページ目に２７年度末までの事業期間で、トリチウムと普

通の水を分離できないかという実証試験もやっているところでございます。そ
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ういった、結果も踏まえながら、上に書いてあります影響やリスク、コスト、

技術的可能性などを検討しながら考えていきたいとまだまだ時間かかりますけ

ど、そういった経過についても、こういった場でもお知らせをさせていただけ

ればと思います。今の段階でなかなか、いつまでにとは決めきれないところが

ございます。 
 
○渡邊議長 

 木野さん、タスクフォースは２７年度末という風に書いてありますけど２７

年度までには、その結果というのは出ないのですか。 
 

○資源エネルギー庁(木野氏) 

 ２７年度まで実証試験を実施中であります。そういった結果も踏まえて色々

な選択肢がありますけど検討していくということになりますので、タスクフォ

ースの結果が２７年度末までに出るという感じではないです。 
 
○渡邊議長 

 そうすると、その間はどうするのですか。要するにタスクフォースの結論が

出ないうちに海洋放出はありえないということですか。規制委員会の委員長か

ら流す必要があるのではないかということがありましたけど、そのへん、国と

しての考え方がどのようになっているのかよろしいですか。 
 
○資源エネルギー庁(木野氏) 

 先程も説明の中でも申し上げましたけど、我々は規制委員長の色々な御意見

とかＩＡＥＡの色んな御意見とかを当然承知はしておりますけど、我々として

海洋放出を決定したということは決してございません。このタスクフォースを

やっている期間中に何か処分方法を一本化するということもないですので、そ

こは御理解いただければと思います。 
 
○渡邊議長 

 結局タスクフォースで実証試験が終わって結論が出ないことには、国として

は完璧に保存して動くという風に理解してよろしいですか。 
 
○資源エネルギー庁(木野氏) 

 はい。現段階では、タンクに溜め続けるということでございます。 
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○渡邊議長 

 分かりました。以上よろしいでしょうか。それ以外どうでしょうか、私、汚

染水問題は色々な影響、懸念材料があると思いますけど。今回皆さんに意見が

欲しいということで時間を十分とりましたので是非言い残しがないような形で

お願いしたいです。 
 
○福島県消費者団体連絡協議会（平久井氏） 

 消費者団体の代理で来ています、平久井と申します。昨年から代理というこ

とでお招きいただいています。１３日にバス３台で富岡町を通りました。バス

の中で色々お話し合いしまして、現地の富岡町在住だった方が案内くださって、

「ここは富岡のメイン通りです。ここで私はお仕事の帰り、色々お遣いして家

に帰りました。」と。国のトップの方がお出でになっても、いわきとかに行って

いわきの作物を食べて、「おいしいですね。安全ですね、安心ですね。」と言う

けど、富岡のこの町を少しでもいいから国のトップの方に来て欲しいと思いま

す。私は車の中から見ましたけど、一軒一軒ガードされていて昼だけはよろし

いんですね。そこをちゃんと国のトップの方がどういう状態か歩いて欲しいな

とおっしゃっていました。そうだなと思いました。私は、福島市在住ですけど

も６月中旬に市の一斉清掃があるんですけど、未だに堀は掃除をしないでくだ

さいと家の周りとか公園を掃除しても、福島市内で除染されていても堀だけは

まだやらないでくださいと、そういう状態なんですね。それでお話をお聞きし

まして、福島第一原発で起こったのは世界最悪のメルトダウン、核燃料はどこ

にあるのか、デブリはどこにどんな状態にあるのか。処分解体には４０年近く

かかるとさらには１１万人が未だに避難している。しかも２年間で１５億円と

いう国費を使っても、まだ４０年かかる。私、この会に出席させていただいて

最年長だと思うんです。４０年となると１１５歳になります。そんな感じなの

で県にこういう風に携わっている方々で意見を交換し合う、こういう会はとて

もいいことだと思います。これからもこういう中で意見が出来るように、そし

てみんなで協力し合って世界の方も協力し合って、こぞって努力していかなけ

ればならない。本音で話し合っていかないといけないのだなと思いました。以

上です。 
 

○渡邊議長 

 ありがとうございます。まさに本音で話していただいたほうが国や事業者に

伝わっていくのではないかと思います。今まで私たち、会議をどう運営して、

時間をどうするかなどを気にしていたので是非そういった意見も出していただ

いて、是非事業者側や国の方は受け取っていただけたらと思います。貴重な意
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見ありがとうございました。 
 ただ、すぐお答えいただくということは出来なくて、木野さん安倍首相を連

れてくるということは可能でしょうか。 
 
○資源エネルギー庁(木野氏) 

 実は総理大臣も何回も被災地は来ていただいて、富岡もご覧になったことも

確かあったはずです。それから浪江や常磐道の開通式とか式典だけじゃなく仮

設住宅にお邪魔したりですとか、何回か数えてないですけど被災地にも何度も

来ていただいているところであります。総理大臣だけじゃなく復興大臣や経産

大臣も機会を捉えては、この被災地の状況をご覧になっていただいているとこ

ろではございます。それでは足りないということもあるかもしれませんが国と

しても福島の復興というのは、しっかりとこれからも取り組んでいく課題であ

りますので我々もしっかり取り組んでまいります。 
 また、廃炉の話もありましたが、この前のＮＨＫスペシャルをご覧になった

方がいるかもしれませんが、まずデブリの位置を確認するとかデブリの取り出

し方法もまだまだ研究開発が必要でございますので、ここも後ほど紹介します

が廃炉支援機構という機構を立ち上げて国としても廃炉に向けた体制をしっか

りと整備をして研究開発も進めながらデブリ取り出しへ進めてまいりたいと思

います。 
 
○渡邊議長 

 ありがとうございます。木野さんとしては精一杯の御回答をいただいたと思

います。 
それ以外どうでしょうか、汚染水問題について御意見ございませんでしょう

か。 
 
○東京工業大学(村山教授) 

 資料の１－２で状況をまとめていただいて、これは分かるようになったとは

思いますが、想定されるリスク・課題というところに書いてある内容が、ほと

んどこういった可能性があるのだというリスクを中心に書いてあって、この資

料だけですと、仮にこういうリスクがあった場合にどうするのかということが

分からないのですね。資料１－１のように対応策を書いていないので、是非こ

の点について記載の方お願いしたいと思います。 
 

○東京電力(増田ＣＤＯ) 

 承知いたしました。おっしゃるとおり、１－１の方は何をしっかりやること
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が大事かということが書いてあるのに、１－２の方は、書いてないので、何を

しっかりやるのかということなどを村山先生がおっしゃるようにフォーマット

を合わせて書き込みたいと思います。 
 
○渡邊議長 

 その他ございませんでしょうか。なければ、今問題になっているＫ排水路の

汚染の問題は、今どのような形で処理されているのかということを御紹介いた

だきたいというのが一点です。それからもう一つは、今日渡された資料の１－

２のＨＩＣについてなんですけど、今後どういう風な形でＨＩＣの水処理をし

ていくのかという方針ですとかを意見としてお願いします。重大な問題だと思

いますので。この二点御紹介いただければと思います。いかがでしょうか。 
 
○東京電力(増田ＣＤＯ) 

 はい。承知しました。では今、皆さんのお手元の資料の１－５の最後のペー

ジ先程、塩原の方から説明ありましたけど、もう一度ご覧ください。Ｋ排水路

に関する経緯と対応状況というページでございます。これはＫ排水路というの

を上の絵で見ていただくと四角の中に１、２、３、４と数字が書いてありまし

て、その下に赤の棒が海の方に出て行く形で伸びているものがあります、これ

がＫ排水路でございます。１、２、３、４が原子炉建屋でございます。ここは、

もともとは雨が降ったときに原子炉建屋やタービン建屋の周り、あるいは山側

に降った雨を排水路いわゆる側溝に流し込んで海に流すという装置だったので

すが、これが１号機と３号機が爆発してしまったために、そこの周りにガレキ

が散乱したり放射性物質が色々沈着したことによって、雨が降って、それがＫ

排水路を通って汚染した雨水になって海に出ていた。という状況があったわけ

です。皆さんに御心配をお掛けして申し訳なかったのということで説明した経

緯があるわけです。その中で今我々がやっている対策は、このようなことが二

度と発生しないようにするためにデータをしっかり公開するという対応を取ら

せていただいているところでございます。もう一つがここの部分の下に書いて

あります、排水路自身を掃除するということをやってございます。左下のよう

に排水路と排水路の周りの雨水が流れやすいところの掃除を行うということで

ございます。港湾外に直接出ていたものを写真脇のところに付け替え排水路と

あるのがご覧いただけると思いますが、今のＫ排水路から出ていた点線を今年

度いっぱいかけて赤い線のように形は悪くなりますけど、港湾の中に流し込む

という赤い排水路に変えようと思って今作業をやってございます。今現在は外

洋に出していくところに代わりの池のようなものを作って、そこから汲み上げ

てＢ、Ｃ付替排水路に流し込むことによって港湾外へ流れないようにするとい
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うことをすでに行っております。しっかりとその運用をしてございます。そう

いうことで今の状況というのは排水路を綺麗にしたこと、周りのところを綺麗

にして汚染した雨水が発生しづらくしたこと。そして、流れ先を外に直接出る

のではなくて港湾の中に一度は溜めるようにしたことを行いました。ただ、汚

染源として今、大物搬入口の屋上が非常に汚れていたということで右側に写真

があるのですが、ここを綺麗にしたのですが、これと同じ場所がまだまだ残っ

ていると思います。我々は、ガレキが散乱した場所、あるいは、放射性物質が

飛散した場所は、１、２、３、４号機の周りにはたくさんあると思いますので、

これから、一つ一つそういった場所を探しながら、それを除去する必要があり

ます。これはすべてが出来ているわけではありませんので、それをこれから進

めていくというのが作業であります。それを行うことでかなり綺麗になるので

はないかと思いますが、今もＫ排水路については御心配をお掛けしていた昨年

からしますと平均値としては一桁くらい低い放射性放出量に変わっています。

今日、データがお示しできなくて申し訳ないのですが、そこまで小さくなって

ございます。 
 ＨＩＣの方は全体で１,５００個ほどございますけど、そのうちの百数十個の

点検が終わって、そのうちの１６個について今同じように溜まり水が溢れてい

る状況になっています。何が起こっているかと言いますと、もともとＨＩＣと

いうのは放射性物質を取り除いたものを溜めておく容器でございます。ですか

ら、放射性物質が高い濃度のものが入っている容器でございます。この中では

放射線が非常に高くなりますので放射線が水に当たるとそこで水素を発生する

という分解が起こります。中で水素を発生させているのです。もともと我々は

放射性物質を取り除いたものを容器に入れたら、水素が発生すると思っていま

したので、その水素が外に抜けていく様な穴を付けて、水素がしっかり抜けれ

ば何の問題もないという設備を造ったのですが、残念ながらここは、中に入っ

ているものが発生した水素でボリュームが膨らんだのをイメージすればいいと

思います。そういった状況が起こっていまして、それが水として外に溢れてし

まったということでございます。起こっているものと起こっていないものの差

をしっかり見極めながら原因をしっかりつかんでいるところでございます。今

のところ１６個起こって、起こっていないのが１００個くらい。１５７基の点

検が終わっておりまして、漏れているのが今日現在２０個になっていました。

１３０個は起こってないのですから、そういった、漏れてないものと漏れてい

るものの差をしっかりと見極めるということで点検をしております。またそれ

以外にも１５００個ほどのＨＩＣのすべてを点検をするということでございま

す。それによって原因と対策をとっていく。ここでしっかりお伝えしたという

のは漏れた水が外洋に流れているのではなくて我々が取り入れている容器ある
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いは、その周りのボックスカルバートというところで止まっておりますという

ことを付け加えさせていただきたいと思います。 
 
○渡邊議長 

 ありがとうございました。いずれにしても、漏れてしまったものをそのまま

にしておくというわけにはいかないですし、大変高線量なので、そういう汚染

対策、また先程村山先生の方からありましたけど、想定されるリスクと課題を

もう少し具体的に詳しく書いて欲しいということがありましたので併せてお願

いしたいと思います。 
 いかがでしょう。汚染水問題、今回資料の１－３のような形でどういう汚染

水あるのかということでこういう一覧表を作っていただいたのですが、こうい

うものがそれぞれ対策としてとられ、大きな課題があるということなのですけ

ど、いかがでしょうか。 
 
○河井原子力専門員 

 今のＨＩＣの問題の増田さんの話の追加の質問なのですけど、資料の１－２

によりますと、水素ガスの発生に絞り込んであって、これＨＩＣの中に入って

あるもの炭酸塩と聞いております。ケミカルの世界で考えると炭酸塩から出て

くるのは炭酸ガスかなと考えていたのですけど、確かに現場であまり炭酸ガス

がないというのも聞いております。メーカーも含めたラボ試験をされて原因究

明されるということですけども、水素ガスというのは何か事象発生後のラボ的

な試験結果からやっぱり水素だというような御判断をされているのでしょうか。 
 
○東京電力(増田ＣＤＯ) 

 水素に関してはＨＩＣに限らず、色んなところで使っている水を浄化する設

備には、水素が必ず発生するというのが設計の前提でおいてあります。水が放

射線分解することで発生しますのが水素という意識が強くありますので、そう

いったものをきちんと抜いてあげる、溜まらないようにするというのが大事な

対策だと思って、先程河井さんからもございましたが二次廃棄物というものが

発生したときにしっかり管理することが大事だと思います。炭酸塩が入ってい

るときの水素の発生の仕方というのはかなり特徴を持っているんではないかと

いくつかの文献をあたっているところでございます。炭酸ガスと水素が発生し

やすくなることについて色々何か特徴的なものがあるのではないかと思います。

なかなか知見の多い場所ではないので我々も色々な方に聞きながらやっている

ところもありますけど、出来るだけ早く突き止めて皆様に御報告出来るように

したいと思います。ちょっと、今のところは。水素が発生していることは間違
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いないです。炭酸の中にあるとそれが特徴的なものになるかというところまで

と思います。 
 
○河井原子力専門員 

 水処理はＡＬＰＳ以外で最終処理出来ないので、焦げないようにお願いした

いと思います。水素の発生について、もう少し話しますと運転中のオフガスの

処理量を考えますと、あれだけのガンマ線を持ちながら１時間に１００㎥でし

たかね、そう考えるとそんなに水素が出るのかなと個人的には本当かと思うと

ころがあるので指摘させていただきました。是非結果がでたら報告お願いした

いと思います。 
 

○渡邊議長 

 ＨＩＣ自身も色々な形で劣化しているようにみえますので、そのところも含

めて対策を検討していただければと思います。 
 
○双葉町（中野氏） 

 双葉町です。資料１－３の地下水・雨水・建屋滞留水の汚染水ということで

水の種類については表でみて分かりました。最終的には、表記は難しいとは思

いますが、この水をどのような形で処分したいのか、そのへんの情報があると

うれしいです。それと、資源エネルギー庁の方の資料の中で先程の説明でトリ

チウムの取り扱いには色んな選択肢があります、水蒸気として大気に放出する

とアメリカのスリーマイル島のデータが処分した数量が比較にならないという

ことの発表があったのですけど、ある程度スリーマイル島でのデータも参考に

はなるとは思いますので、そのへんのデータも国を超えての協力ということで

是非参考になさってはと考えます。 
 
○東京電力(増田ＣＤＯ) 

 資料１－３で水の種類の色分けを意識して色を付けました。この中の水色に

なっている部分については海水に排水させていただくことが出来ると思うもの

と実際にやっているものでございます。地下水バイパスは今排水させていただ

いております。１年１ヶ月ほど経ちまして６０回以上排水しております。その

基準は告示濃度限度と一番下に書いてございまして、セシウム１３４で１ベク

レル、セシウム１３７で１ベクレル、全ベータで１ベクレル、トリチウムで１

５００ベクレルという値で放水させていただいているのが現状であります。サ

ブドレンと地下水ドレンにつきましては、浄化をした上で排水させていただき

たいということで今漁協の皆さんに御理解をいただけるよう活動しているとこ
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ろでございます。我々浄化が上手く出来ますというとこまではお示しが出来て

いるのですが、水を排水するところまではいっておりませんが、我々としては、

サブドレン、地下水ドレンというのは浄化して排水させていただきたいと思っ

ておりますので、今皆さんの御理解をいただきたいと思います。そしてＫ排水

路、排水路の水を同じ色にしていますが、数字としては若干高い値になってお

りますけど、何とか周りの汚染源を取り除くことで排水も普通の一般の水と同

じようにできればと思っております。これがまず一つの種類でございます。次

がこの薄いクリーム色のような水でございます。これが浄化した水というので

しょうか、もっと綺麗にしていくという水でございます。何とか我々が浄化す

ることによって水を綺麗にしてタンクに溜めるようにするということでござい

ます。赤い水というのは、もともと汚染水と言われるものです。かなり数百万、

数千万という数字がありますので濃さが他のものに比べて高いというのが分か

ると思います。これをストロンチウムを除去するとか ALPS のような多核種除

去設備であるとかでもっと綺麗な水にしていきクリーム色にしていき、クリー

ム色自身もまたもっと綺麗にしていくという作業を続けているところでござい

ます。最終的にもタンクの中にはトリチウムを中心として、それ以外のものは

ほとんど無い水にしたいという風に考えております。 
 
○資源エネルギー庁(木野氏) 

 後半の件ですが、スリーマイルの時の処理水が確か８千トンくらいだったと

思います。それに比べて１Ｆで今処理した水というのは５６万トン、今後も発

生すると考えますと６０万トンを超えるくらいで量がまず全然違うということ

かなと思います。まさにスリーマイルの経験というのはありますので、データ

などを何とか国際協力の部分で色々な知見も参考にしながら処分方法を考えた

いと思いますので貴重な御意見ありがとうございます。 
 
○渡邊議長 

 中野さんよろしいでしょうか。ありがとうございました。 
 

○高坂原子力総括専門員 

 汚染水関係で二点確認させてください。まず資料の１－３で色々な水の話が

ありました。サブドレン等を説明していただき、陸側遮水壁というのは重要な

対策だと思うのですが、試験凍結について今の段階でどんな状況か教えていた

だきたいのと、もう一つ、資料２の２０ページにトリチウムの水の扱いについ

てのＩＡＥＡの助言があります。助言が４つあって、一つ目にすべての選択肢

を検討して決めなさいということ。二つ目に、大事なのは、ステークホルダー
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で、県民や関係者をいれてよく協議すること。三つ目に、特に重要なのは環境

アセスをきちんとすること。科学的な根拠を示すように、トリチウム水の環境

への影響もそうですが、被ばくの評価をきちんとやるようにということが助言

されています。それから四つ目は、トリチウム放出について包括的な監視プロ

グラムを準備して監視する体制をとること、ということがＩＡＥＡの助言とし

て書かれています。色々重要な助言もされていますが特に環境アセスをきちん

とやること、監視プログラムを整備して監視するというのは重要なことなので、

きちんと対応していただきたいと思います。東京電力はと書いてありますから。 
 
○東京電力(増田ＣＤＯ) 

 陸側遮水壁について御説明した方がよろしいでしょうか。陸側遮水壁につい

て少し御説明いたしますと補足資料２の６ページをご覧下さい。「汚染水対策」

の進捗状況（５）陸側遮水壁（凍土方式）と書いてありますページでございま

す。下に写真の様にばらばらと風船の様なものが書いてございますけど１号、

２号、３号、４号のタービン建屋と原子炉建屋の周りをぐるりと青い線と赤い

線と緑の線で周囲を囲うように書いてございます。これが凍土の壁を作ろうと

思っているところでございます。だいたい１メートルから１．２メートルぐら

いのピッチで１,５００本ほどの凍結管と呼ばれる管を埋めている最中でござい

まして、おかげさまで山側につきましては９８％ぐらいは終わっています。海

側の方は規制庁さんとの審査の議論もございまして、なかなか進んでない状態

でございます。山側につきましてはここまでまいりました。これで大体周囲が

１,５００メートルほどありますので１メートルから１．２メートルくらいでだ

いたい１,５００本くらいの凍結管を入れることになるのですけど、今、１８カ

所、５８本の凍結管についての凍結作業を始めました。左側の写真を見ていた

だくと一番下の写真に緑色の下から出ている配管のようなものの赤いバルブの

ところが少し凍っているのがご覧いただけるでしょうか。こういう形で１８カ

所５８本につきましては凍り始めております。場所としましては、山側の６ブ

ロックや５ブロックこちら側５～６カ所ありまして、４号の右側に５～６カ所

それから１号の左側にも５～６カ所ということで、こういったところで実際の

凍結の作業を始めております。やっている場所は凍りづらそうな場所から試験

凍結という形で始めております。まだ中身が凍っているかどうかは分からない

状況なのですが、実際凍結設備を見てると冷媒はマイナス３０度で循環してお

りますので、それなりに氷が成長しているんではないかと期待しております。

この後徐々に山側の凍結を進めていくと、それから海側に凍結管が入りました

ら、海側の凍結も始めていくということでございます。 
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○資源エネルギー庁(木野氏) 

 後半についてなのですが、ＩＡＥＡから言われたことを高坂さんから再度言

われたのですが、ＩＡＥＡに対して適切に対応してまいりたいと思います。環

境アセスに関しましては、どうするのか含めて考えたいと思います。 
 
○渡邊議長 

国としてはタスクフォースもありますのでそういう知見も含めてどういう状

況なのか踏まえた上で規制庁、国としての対応を考えていただければと思いま

す。 
 原子力発電ではトリチウムが発生するという話は従来のとおりでございます

けど、それがどれくらいなのかということで改めて汚水について規制庁と議論

いたしましたけども、それと併せて今回の事故では様々な物質が入っています

ので、それも含めて御検討いただきたいと思います。 
 汚染水問題いかがでしょうか。まだまだ課題はあるかと思いますけど今日の

ところは汚染水ということで議題１に関わって福島第一原子力発電所の廃炉に

向けた取組の進捗状況及びトラブルの対応状況ということで審議を終了したい

と思います。もし言い残されていることがございましたら発言お受けしたいと

思いますけどよろしいですか。 
 それでは二番のリスクの総点検と新たな情報公開の仕組みに移りたいと思い

ますけど、これについての御報告はすでにされていますので、このへんのとこ

ろについて皆さんの方で何か情報公開の仕組みについて御質問あれば受けたい

と思いますけどいかがでしょうか。これまでの中でもこれについては少し触れ

てきたとは思うんですけど、併せて情報公開についてもあればお願いしたいの

ですけど、よろしいでしょうか。 
 
○東京工業大学(村山教授) 

 資料１の最後のページで公開される情報のデータの数が増えるのはいいと思

うのですが、現状では表が出てくるだけで、どういう意味を持つのかが正直分

からない。例えば、先程もありましたように、そのデータがどこの場所なのか

マップを付けていただくとか水位が分かるようなかたちにしていただければも

っと分かりやすいのではないかと思います。 
 
○渡邊議長 

 いかに分かりやすく公開をするか、単にＰＤＦで情報を貼るだけでなく、環

境汚染に影響するような問題を先に出すとか、そんな工夫が欲しいと思います。

環境汚染に関わっていれば時系列が分かるようにですとか、そんな工夫が是非
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ほしいということでありますけど、いかがでしょう事業者の方で。 
 
○東京電力(増田 CDO) 

 資料１の最後のページに先生の御質問がありましたように一応書いてありま

すが、東京電力のホームページを色々とクリックしていただくと３万件が実際

に地図と一緒になったり、時系列になったりしてグラフになったりして出てく

るものでございます。申し訳ないのですが今御指摘いただいた、右の方は表で

ぽんぽん出てくるだけで何がなんだかさっぱり分からないというのは、４月３

０日からやっています増えた２万件のほとんどすべてがそういう状態になって

います。これについては、我々は、説明がつかない、どういうものか分からな

いから出すのを止めるという発想ではなくてまずは全部出すということから今

回スタートしました。姿勢が変わったと見てもらうためにもすべてまずは出す

と出てることを前提として、これがどうしたら分かりやすくなるのかどういう

意味をしているからどう見て欲しいのかなどについては今後実際つけていきた

いと思います。我々も見ても分からない情報をずっと出していてもアクセスし

ていただけないなと思いますので、そこはしっかりと考えながらやっていきた

いと思います。また、これから夏以降に向けて７万件に増やしていきますので、

それについてもさらにまた、難しくなってまいります。何とか今日御説明した

ようにトピックスを加えさせていただくとか少しずつでも改善をしていきたい

と思います。ただ、海の汚染はどうなっているのかというデータですとか、非

常に大事と思っているようなデータはグラフや表になって出ておりますので、

そこは是非御活用いただければと思います。よろしくお願いします。 
 
○河井原子力専門員 

 今の質疑を引き継ぐような形ですけど、半月くらい前に廃炉安全監視協議会

の現地調査の時の質疑の中にあったと思いますけど、これまでも東京電力の説

明の網を細かくして各行政の区長さんですとか仮設に避難されている自治会長

さんですとかそういった方々を対象とした説明というのを展開していこうとい

う話をいただいたんですけど、監視協議会の時点では細かい中身ですとか開始

の時期ですとかは作成中で未定ということだったのですけど、少し時間が経っ

たので、もし、進展があればそのへんのお話を伺いたいなと思うのですが。 
 
○渡邊議長 

 今の段階で御回答いただくことはできますか。 
 
○東京電力(増田ＣＤＯ) 
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 申し訳ございません。今の段階ではいい回答が出来ません。行政区や自治体

の数が多いものですから、調整がまだ終わっておりません。色んな方々とどう

いう形で我々が御説明する場所を作ろうかという議論はしているところでござ

います。申し訳ありません、もう少しお時間をいただいて御報告させていただ

きたいと思います。 
 
○渡邊議長 

よろしいでしょうか。 
その他ございますでしょうか。 
なければ、次の報告事項に移りたいと思いますが、今まで、汚染水、経過説明、

情報公開、それ以外で何か皆さんの方で意見がございましたら、触れていただ

きたいと思いますけどいかがでしょうか。 
 
○飯舘村（荒氏） 

飯舘の荒と申します。よろしくおねがいします。東日本大震災から四年が経

過したわけですけど除染の進捗状況、居住空間の除染が終わったというような

データですが、その地区によっては、一度除染しても、また、モニタリングポ

ストと、地域住民が測ったモニタリングと違った数値が出ている。先ほど、建

屋カバー解体の話もありましたが、帰村という場合になったときに、一度除染

しても、数値が下がらない、あるいは、またもとに戻るという不安ですね。地

域住民にそういう不安を持ったまま村に戻れというのは非常に酷なことではな

いかと思います。その原因をしっかりと説明出来れば、帰村する方にも非常に

心強いのではないかと思います。その件についてお聞きしたいと思います。山

林の除染については、これまでは出ておりませんが、そんなことも関係がある

のかお聞きしたいです。よろしくお願いします。 
 

○渡邊議長 

ありがとうございます。除染の問題というのはなかなか難しい問題になるん

ですが、国としてエネ庁ということではないのですが、木野さん何か再除染の

問題も含めて御回答頂くことは可能でしょうか。 
 
○資源エネルギー庁(木野氏) 

はい。除染については、御承知のとおり環境省ですので、なかなか私が代表

してということではないのですが、除染しても線量が上がるということは、楢

葉とかで住民説明会を開かせていただいているのですが、色んなところでそう

いう御意見を承っています。住民の方からですねいろいろと原因はあると思っ
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ていますが、例えば、雨樋の所ですね。雨が降ったら集中して流れてくるとこ

ろなので、そういうことで線量が上がることがあろうかと思います。再除染も

環境省、フォローアップ除染という形で一回除染して、また線量が上がったり、

除染し切れていない所についても前向きに対応する。ということで対応してい

るところでございます。また、環境省の担当が各市町村におりますので、そう

いったところにもお話いただければと思いますけども、国としても除染を進め

ながら復興、帰還に向けての取組もしっかり対応させていただきたいと思いま

すので引き続きよろしくお願いします。 
 
○渡邊議長 

持丸さん、規制庁の方で線量計のデータを集めて、規制庁のホームページに

全部あると思うんですが、こういうものの監視体制とか異常値の出現とかとい

うのは何か規制庁から情報提供するとか、あるいはそれについて全体をまとめ

て何かするような体制はないのでしょうか。 
 
○原子力規制庁(持丸氏) 

県内にある、県の所有しているモニタリングポスト、国の所有しているモニ

タリングポストの情報については、一元的に規制庁のホームページにリアルタ

イムに載せております。従って、県内の線量の状況の情報はこのホームページ

やテレビでも夕方のテレビ、天気予報などを通じてご覧いただけます。従って、

我々としては、この活動をきちんと行っていく、その上で当然高い線量が出て

くれば、１Ｆがらみで何らかの数値の異常があったかどうかについて早急に確

認するようにしています。ただ、そうではなくて、１Ｆの廃炉汚染水対策上の

問題は無いのですけれど、線量が高くなりました、こういったようなケースの

場合は当然別の理由があるわけで、何らかの機器の異常があるのか、ほんとに

そこに何らかの汚染源がさらに発生したのか、こういったことに関して県と協

議しながら確認していかなくてはならない。原子力規制庁では、福島地区を担

当するモニタリング対策官を駐在させていまして、その駐在員がそのモニタリ

ングポストの場所に急行調査するなどして県と協力の上、状況確認をしていく

ということでございます。 
 
○渡邊議長 

たぶんですね、再除染の問題はどこからフォールアウトしてくるのかについ

ての問題は、色々な形で放射性物質の移行というのですけど研究されています。

国立環境研や農水省なども含めて食べ物とか畑とかでやって総合研究されてい

るのですが、これは場所によって状況が違ってきますから村の特有な状況を踏
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まえて森林の再除染をするかどうかも含めて検討する必要があると思うのです

が、この会議は廃炉の検討委員会ですので、どちらも東京電力から出てくるも

のなのですけど、環境省でどうするかということは別な組織が動いていますが、

まだ、私が理解する限りでは分かっていません。放射性物質がなぜ付着したり、

付着しなかったりするのかなどの問題もありますし、森林も常緑林なんかは４

年間くらいで葉は入れ替わるのですけど、なかなかその後、私の大学でもやっ

ぱり、冬１か月１０００Bｑ／㎡のフォールアウトするという状況もありますの

で、なかなか、それは、科学的に理解されていないことがあります。ただ数値

として見てみれば、放射性物質を持ってこないというのが対策の一つになりま

すので、地域的に対応をして、それを管理していくというのは必要になってく

ると思うのですが、全体として理解出来る状況ではないというのが今の水準で

あるということで御理解いただければと思います。 
当然、出たものは東京電力の第一原発から出ているのですが、それがどんな

形で一回除染したところに再飛散するのかというプロセスは色々な議論があり、

決着がついていないという状況であります。申し訳ありません、私からだいぶ

長くなりましたが、いかがでしょう、それ以外何かありますでしょうか。なけ

れば、最後の報告事項に移らせていただきたいと思います。まずは、一つは中

長期ロードマップの改訂ということで、今事業者の方から先程も３０年、４０

年というお話がありましたけど、どういう検討されているのかということを木

野さんからお願いしたいということであります。 
 
○資源エネルギー庁(木野氏) 

 資料の５－１と５－２をご覧いただければと思います。前回、県民会議の方

では、考え方ということだけ御説明させていただきました。その後資料５－２

骨子というものが今できております。内容につきましては、ちょっと時間とっ

てしまいますけども資料の５－１の裏面で中長期ロードマップの今回の主な改

訂案というところをご覧いただけますでしょうか。大きく５つあって、リスク

低減の重視ということで、廃炉作業というのは、もちろんのことながら安全確

保を最優先にということで廃炉というのはリスクを下げる取組であるというこ

とでございます。廃炉作業の優先順位や進め方についての考え方という事で次

に書いてありますけども、まず、可及的速やかに対処するのは、汚染水、プー

ル内の使用済み燃料の処理、二番目として周到な準備の上で、安全・確実・慎

重に対処していくのが、デブリ。三番目として長期的に対処するものが先ほど

も御意見としてありましたけど、廃棄物関係ということで優先順位や進め方の

考え方を明確化するということでございます。 
廃炉というのはリスク低減作業でありますが、リスク低減作業をすることで



46 
 

一時的にリスクが増大することは当然あります。例えば、まさにこの１号機の

カバーを取り外していくときにダスト飛散が起こらないかということもまさに

リスクが増加する可能性があるということでございますので、こういったもの

に、それぞれの作業に応じて、どういう対策をしっかりとって安全確保をして

いくかということが大事な点だと思います。そういった、リスクの起源に応じ

て最適なタイミングと方法を検討、選択して、全体としてのリスクを最小とな

るように措置を進めていくということでございます。 
二番目としてマイルストーン、目標工程と言っていますけど、今後数年間を

中心にして廃炉作業の目標工程を明確化する。 
三番目として地元等との信頼関係の強化ということでございまして、まさに

この場もそうだと思いますけど、地元との適切なコミュニケーションを図って、

信頼関係を強化して廃炉汚染水対策を進めていくということが非常に大事かな

と思います。また、加えて風評被害対策という観点もございます。報道機関、

諸外国、国際機関等に適切な情報提供を行いながら、理解を頂くということも

大事だということでございます。 
四番目、当然のことながら、現場で苦労して頑張っていただいている、今だ

いたい一日７,０００人ほどの作業員の方が働いております。こういった方の被

ばくも極力軽減化を図りながら進めていくということでございます。 
五番目としましては、国内外の叡智の結集ということで順次色々な海外の企

業の知見や海外の企業の成果物を取り入れながら廃炉を進めているところでご

ざいますけども、こういった研究開発の一元的なマネジメントも図りながら進

めていく。こういったことを謳っております。 
資料５－２はそれを文章化したものでございますので、この場では、恐縮で

すが割愛させていただきたいと思います。 
今後は、この骨子を元に素案というものを作って、なるべく早期にお示しし

ていきたいということでございます。 
あと、後ろに参考としまして、戦略プランというものをつけさせていただい

ております。これは、私からの紹介は非常に難しい文章で色々書いてあります

けど、原子力損害賠償・廃炉等支援機構というのが出来てございまして、ここ

が今後のデブリ取り出し等に関しての戦略プランなどを作成して４月３０日に

公表させていただいたものでございます。本件につきましても参考として添付

しているということです。私からは以上です。 
 

○渡邊議長 

 ありがとうございました。続きまして、規制庁の方から、持丸さん。中期的

リスク低減マップということで御説明お願いしたいと思います。 
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○原子力規制庁(持丸氏) 

原子力規制庁の持丸です。資料は一枚でございます。資料６ですね。これを

見ていただきたいのですが、この紙自身、一枚に色々と書いてありまして、読

みづらい、取っつきにくい感じがありますが御容赦いただきたい。 
もう一つは２月１８日版と書いてありますけど、この日からもう３ヶ月経っ

ていますが、最新版として御紹介するタイミングが無かったということですが、

この資料自体はその後改訂されておらず、未だに最新版として取り扱っている

ものでございます。 
まず、原子力規制委員会、原子力規制庁の方で中期的リスク低減目標マップ

を作ろうとそもそも思ったきっかけでありますが、福島県内での情報のやりと

りをみていたところ、例えば、先程も東京電力さんも説明されておりましたけ

ど２号機から４号機のトレンチの中にある滞留水を除去する。これは、最近や

っと進行してきましたが、当初は苦難の連続でした。例えば、タービン建屋と

トレンチの間の縁をきちんと切らないといつまで経っても水がタービン建屋か

らトレンチに入ってきてしまい、抜いても抜いてもそこから入ってきてしまう

ことになるため、止水を考えていたわけです。そもそもトレンチ内の滞留水を

除去するということは、極めて重要な行為でして、高濃度の放射性物質が津波

等が来たときにもっていかれる、こういったことを考えると、あそこにある高

濃度汚染水をとにかく早く処理する。これが極めて重要なことであります。 
しかしながら、その対応は我が国でも初の試みということもありまして当初

は凍結で止めようと考えていたわけです。その後は、だめで次はモルタルで止

めよう。これも止まらなかった。最終的には、全部トンネルごと埋めてしまう

ということになってきたわけです。 
これには色々な苦難の連続があって今に至っているわけですが、ただ、そう

いった一個一個の取組上の課題が、新聞等で一面に大きく報じられることで、

いかにも１F のリスクが大きく上がったかのような印象を持たれたということ

であります。従って、我々規制委員会、規制庁からすると、純粋に科学的な見

地に立ったときに真に何が安全上の問題となっているのかはっきりと県民に示

さないと県民の不安は消えないということであります。トレンチ内の水がきち

んと除去されていることが重要であって、それ以外の過程で確かに色々な問題

があり、苦労の連続がありました。 
ただ、少しずつ前に進んでいる。という状況をはっきりと示すことも県民の

方にとって重要なのではないか。そういったことから、原子力規制庁が作った

のが、この紙であります。この紙自身は、原子力規制委員会が、今１F は色々な

リスクの塊になっているわけですけども、その中でも最大のリスクは何なのか、
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手が付けられる、対応できるものの中で最大のリスクは何なのかということに

ついて議論をかなり深めて作り込んでいます。全部のリスクをいっぺんに全部

処理することは出来ませんので、まず大きいリスクから着実に潰していくと、

こういったことを示すためにリスク対応マップを作って、原子力規制委員会、

規制庁として、このマップを基に東京電力を管理していこう。そういったこと

で、作った資料でございます。 
この資料図自身は、縦軸に時間軸が書いてありまして、横軸にそれぞれ分野

ごとに書いてあります。細かい所の説明は省略しますけど、まず、左側を見て

いただきますと、液体放射性廃棄物関連とありますが、これは、難しい書き方

していますけど、つまり汚染水のことです。 
汚染水は３つあって、高濃度の放射性物質を含む汚染水、そこまでではない

が、法律上の告示濃度を上回っているようなレベルの汚染水、それと告示濃度

を下回っているもの。こういったように色々あるわけですけど、これらを明確

に分け、リスク管理しなければならない。例えば、液体放射性廃棄物関連をみ

ていただくと、この平成２７年と書いてある所のすぐ右側ですけど先ほどから

説明しています、１号機～４号機のトレンチ内の高濃度汚染水の除去、これは、

高濃度のものが残っているんですね。高濃度のものは海側にあって非常に危険

ですから、こういうのは取り除く。そのお隣を見ていただくと、タンク内の高

濃度汚染水の処理にかかる放射性物質濃度の低減とありますが、高濃度の汚染

水がタンクに入っているわけですね。一応管理されている。ただ、管理されて

いるけども、タンクから漏れるということもありますし、排水路か漏れること

もあります。従って、とにかく、高濃度のものは濃度を下げる。だから、まず

は、そういったような濃度の高いものを落とすんだということですね。それを

しっかり管理していくのが上の一段目。 
二段目になってきますと、どちらかといいますと流出防止の観点です。例え

ば、不安定なタンクに貯蔵される汚染水の除去。フランジ型、所謂ボルトで締

め付けるタンクというのは、当初たくさん作られていました。３．１１以降で

す。こういったものというのは、ボルト締めをきちんとしていないと漏れてし

まうことが多いですから、タンクの中で管理されているものが仮に高濃度でな

いとしても告示濃度を上回る、つまり、トリチウムなどの除去はできませんか

ら、これらの核種の濃度は告示濃度を上回っています。そういったものが入っ

ているタンクを漏らしてしまうこと自身が問題である。という基本的考えです。

そういったものを漏らさないようなタンクの取り扱いの考え方ですとか、お隣

の方を見ていただくと、流出防止ですね。結局、海との縁を切るということが

重要ですから、どう流出を防止させるかということで、とにかく縁を切るとい

うことなんですね。そういったことの取組。 
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こういったことを段階を追ってやっていく。大きいリスクからつぶしていく。

これが基本的な我々の監視・監督方針です。 
その上で平成２８年に書いてあります、例えば、タンク総容量の増加抑止と

ありますけど、仮に処理されても、先ほどから説明しています、トリチウムの

濃度は告示濃度を上回っている状況が続く、ALPS 処理装置で処理することが

できないからです。そういったような告示濃度を上回るレベルのものを管理す

るということで、管理の限界がどこかである、管理限界が敷地の限界、スペー

スの限界があるかもしれない。タンクを増やしていく、総量を減らしていく、

総量が増え続けていくスピードを減らしていく、落としていく。こういったこ

とで、例えば、色々な形で原子炉建屋の中に地下水が入るから汚れた水がどん

どん増えてきている。地下水が入らない様な、地下水のコントロールをうまく

していく。これがサブドレンの運用ですけど、そういったような形で、増え続

ける汚染水のスピードを落としていくということです。 
県内でも色々と批判がありますけど、最終的に行き着くところは、タンク内

にある、汚染水、トリチウムは当然、告示濃度を上回っている状態で管理され

るわけですけど、そういったものをいつかどこかのタイミングで何らかの処置

を講じなければ、現実的にみて、発電所の中では管理しきれない状況になるの

ではないか。これが、科学的な視点からみた時の考え方です。エネ庁が今トリ

チウムタスクフォースを検討しておりますので、これは、エネ庁とか地元の方々

の同意の中で決まっていくことですが、我々としては、いずれ対応が必要にな

るとしっかり書いてございます。色々なものが出てきますが、固体廃棄物とか、

敷地線量とか、燃料プールであるとか、色々出てきますが、基本的な考え方は

そういうことで落とし込んでいます。 
また、これをお読みいただいて御質問等あれば、御連絡いただければ、お答

えしたいと思います。 
それ以外に、右側の方には、労働環境保全、改善というものがあります。こ

れは、先程のビデオでもお昼の食事を作っている給食センターが紹介されてい

ましたが、もともと、本件は規制委員会委員長が東京電力の社長にお願いして、

労働環境改善が結局の所、原子力安全につながっていくと、こういったことを

強い意志を持ってお願いしてきたわけです。例えば休憩所にしても休憩所を作

れば、そこで食事をしたり、ご飯を食べて元気に午後働いていただくことなど

を通じ、作業員のやる気が起きて、そういったことによって、原子力安全上の

トラブルが起きなくなる。ここにあるリスクの低減がきちんと処理されていく。

そういったことを目指して作っているわけですけど、そういった管理も我々規

制委員会、規制庁で行っているということでございます。 
そういったことで、純粋な技術や原子力安全につながるといったことだけで
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なく、関連する労働環境改善であるとかも含めて我々規制委員会、規制庁とし

ては、東京電力に対して指導監督をしながら、適切な組織運営をさせ、リスク

が少しでも下がっていくような取組を、この資料をベースにしながら、監視指

導していきたいと考えております。 
この資料自体は、これで終わりというわけではなく、日々、これ以降も運用

状況を評価し、ＰＤＣＡを回していく必要があります。規制委員会としても、

しっかりＰＤＣＡを回しながら、ちゃんと監視をしていきたい。また、これを

適宜見直していきたいと考えておりまして半年ごとの見直し、何か問題があれ

ば、その都度見直すというかたちで、いつも新しい形にして、この一枚を使い

ながら、きちんと適切にフォロ－していきたいと考えてございます。資料の説

明は以上になります。 
 
○渡邊議長 

 ありがとうございました。規制庁さんの方からは、リスクの低減マップ、事

業者からも今日リスク低減などについてもありましたけど、こういったかたち

で１Ｆが抱えているリスクを低減していくということでございます。これは、

報告事項ですけど、今、持丸さんからもありましたように、出来れば、皆さん

の意見を聞いて、変更していくということですので、少し時間をとって御質問

を受けたいと思いますけど、いかがでしょうか。ぜひ、こうしてほしいという

ことがあれば、検討していただければと思いますけども、はい、どうぞ。 
 
○川俣町（大内氏） 

構成員の川俣町の大内と申します。今回リスクの低減マップをお聞きして、

日本の国でできるのはこの程度なのですかということで、非常に残念に感じて

います。というのも、今の科学技術ではどうしても処理できないものがたくさ

んあってどうしようもないと言っているようにしか聞こえない。最終的に処分

できないものは、どんどん、どんどん福島にたまっていって、どうしようもな

い。そういう状況にしか聞こえない。これを、世界の英知を集めて対処するん

だと言うときに、まだ、世界の英知を集めるのだということしか聞こえていな

い、まだ、英知を集めてここまで来ていますよ、英知を集めてこのようなとこ

ろまで見えていますという話などを聞いて安心するということなのですが、ま

だ、集めるところの話です。事故からもう４年も過ぎているのにです。この程

度では、困るのではないかと私は思っています。 
ついでに言うなら、除染の廃棄物にしても、まだ仮置場に置く状態です。中

間貯蔵施設を福島に造るんだというが、本当にいつ出来るのですか。仮置き場

から、いつ本当に搬入できるようになるのですかと、まだ、仮でテストで運ぶ
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ことがようやく始まった状態ですよね。これで、最後はこんな状態ですので、

今言った中期的リスクの低減目標マップを作っていただいたのであれば、もう

少し見通しのあるようなものも示してほしいと思います。 
ついでに最後に一つ環境省なのでしょうけど、僕らの近いところでも除染の

廃棄物を中間貯蔵施設に本当にいつ運んでいただけるのかということも質問に

加えます。 
 

○渡邊議長 

 中間貯蔵施設の輸送問題について、答えられる状況ではないですよね。大変、

申し訳ないのですが。もし、県の方で動きが分かれば、個別御回答いただけれ

ばと思うのですが。いかがでしょうか、これは、環境省から直接答えていただ

くということになるのでしょうか。これは、廃炉の検討委員会ですから、切り

捨てることは簡単にできるのですが、折角いただいた発言ですので、まさにこ

の程度のレベルだからこそ、やっぱり、我々、県民会議で常にきちんと意見を

下ろしていかないと結局今のまま安全確保が出来なくなるということですから、

引き続き御発言いただければと思いますし、こういう場所でしか、国に対して、

あるいは東京電力に対して言えないという現状だと思います。 
中間貯蔵庫については、ちょっとこの委員会には、担当者も来ていませんの

で、環境省との関係で自治体を通して、もう少し、きちんと正確にいつ始まる

かは検討していただければと思いますし、県側に委員会もありますよね。リス

クを検討している委員会があると思うんですが、そこを通して情報発信出来れ

ば個別にお答えできると思いますし、福島市もそうです。皆さんも抱えていて、

そういう情報発信がどういうプロセスで決まるのか、やはり、情報をきちんと

伝えていくことが大切だと思います。いかがでしょう、答えていただける方い

るでしょうか。 
 

○原子力安全対策課(菅野課長) 

原子力安全対策課という立場では、なかなか具体的なお話ができない。情報

を持っていないところで大変申し訳ないのですけど、いずれにしても、中間貯

蔵の問題は県民の方々も関心が高い問題でありますので、皆さんにその時、そ

の時の情報をお伝えしていくのが県の役割となりますし、今の話を県の担当部

局にお伝えしたいと思います。 
 
○渡邊議長 

 中間貯蔵施設については、県の方から、担当の方から御連絡するということ

で繋げたいと思います。また、国、あるいは規制庁の方で何か、今のこの程度
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かという委員の方からの発言についてどうでしょうか。 
 
○原子力規制庁(持丸氏) 

 まず、私からですが、原子力規制委員会が策定した中期的リスク低減マップ

は、例えば、１Ｆに今、安全上皆さん方に影響を与えるような、どんなリスク

があるのかということを整理している資料なのです。これらについては、震災

からかなり経っているのに、まだここも終わってないのかという御批判はある

でしょう。これについては、確かに、なかなか前に進んでも二歩進んで一歩戻

っている状況です。ただ、その一方で、４号機の使用済み燃料プールから、使

用済み燃料を全部取り出したといったことは、大きなリスクが下がったという

ことなんですね。あそこに使用済み燃料が入っているということは、地震など

で崩れたり、津波があったり、例えば、冷却系統が止まったりすれば、高温と

なり、使用済み燃料プールの水が干上がるなどのことが起こる。従って、大き

なリスクは着実に少しずつ、除去されているんです。ここをぜひ御理解いただ

きたいと思います。ただ、思うように進んでないところもあって、このところ

は、我々は真摯に御批判を受け止めて、監視監督していかなければいけないと

考えております。そういったことで、少しずつ、大きなリスクを取り除いてい

くという、スケジュールも２７年、２８年、２９年と入れていますから、この

スケジュール間の中で、責任を持って監視監督していく強い意志を持っていま

すので、是非、御理解いただきたいと思います。 
 

○渡邊議長 

 今の御発言は、やっぱり、こういうリスクがあります。というだけでなく、

この時期は、こうやるという次のステップまでやっていただかないと、見通し

というのはそういうことだと思うのですね。「見通しはこういうリスクがあり

ます。」と出されてもリスクがこれについてはどうするのですかという議論が

やっぱり、少ないというのが発言の趣旨だと思うのですが。確かに、そういう

意味では、リスクが県民からすると増えている一方でなかなか減っていないと

いうことになるのです。持丸さんが言うように確かに４号機の燃料の取り出し

がリスクの低減というのは分かりますけど、しかし、それ以外に実は様々な飛

散問題も含めて現実としては、リスクを持っていて、それの対策というのがき

ちんとされている状況で、生活しなければならないという不安を解消出来るよ

うな回答をしていただきたいです。よろしいですか、そういう回答しかできな

いのですが。 
 
○川俣町（大内氏） 
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一生懸命頑張ってやっていることは、重々理解していますし、今おっしゃら

れたようにリスクが低くなっているのも理解しております。ただ、残念なのは、

国の機関の所でも、原子力規制庁でも、あと、エネルギー庁という所でも頑張

ってやってらっしゃるのですけども、それをまとめて、誰がリーダーシップを

とって、遅れているからもっと進めて下さいとか、ここは難しいから、もっと

応援もらったらどうですかとかですね、そういうリーダーシップはどなたがと

られるのかなぁと。何でそういう思いをするのかというと、世界の英知を集め

ると言いながら、本当に集めているのかどうか、僕らは全然分からないですの

で、これより難しい問題を解決するには、本当に世界中の英知を集めないとで

きないわけです。これを、ほんとにやっているのかなという気がするのです。

日本だって出来ないのに外の力を借りないといけないのに、そんなのは全然見

えてこないので、ましてやこの、リスク低減マップで最終的に日本の考え方と

しては、廃棄物をどういう風に処理するのかなということ、この形で埋めると

か、科学的に何か見つけるとか、せめてそういうところまで図にして、この考

え方でいるのだよというのを、出来る、出来ないに関わらず、見せてもらえれ

ば、気持ち的には安心するところなのですけど。 
 

○資源エネルギー庁(木野氏) 

 御意見ありがとうございます。今回の資料でなかなか、それが見えてこない

ということは大変申し訳なく思います。世界の英知をどれだけ結集していくか

というのは、なかなか、評価が分かれるのかもしれませんが、例えば、廃炉の

関係の調査や除染、原子炉の建屋の除染をするロボットの開発、これは日本の

メーカーだけじゃなくて海外で作った技術を導入したりとか、それから汚染水

対策で今はもう止まってしまったのですが、初期の頃は、セシウムを除去する

装置、アレバというところから導入したりですとか、そういう汚染水対策でも

色々な海外技術を導入しながら進めてはいます。それは、資料ではお示しでき

ていないということかと思います。それから、廃炉機構というものを作りまし

たけど、こういったところに海外の技術者とかも入っていただいて、意見交換

しながら、廃炉をどうやって進めていこうかといった、海外の方の知見も取り

入れながら、まだまだ、３０年４０年かかる廃炉でございますけど、順次、徐々

にではございますけど、進めているということで、言葉で説明しても、なかな

か理解しづらいと思うのですけど、なるべくそういった取組もしている最中で

ございます。 
 

○渡邊議長 

 私たちも含めて、確かに世界の英知を集めるとしていますが、それがどのよ



54 
 

うなかたちで生活の安全確保につながっているのかといいますと、正直言って

これだけでは分からない。というのが正直な所だと思います。 
 それから、国が色んな研究機関を作るとして、色々な組織が起っていますが、

現実に廃炉機構ができあがっていますが、そんなたくさん研究者が日本にいる

とは思いませんし、そういうシステム作りだけではなくて、今言ったように、

課題にしっかり対応したような研究組織なり、研究支援をしていかないと、長

期間動かない状況ができ、そんな状況で本当に研究できるのかということです。

もう少し、英知の集め方について、工夫した方がいいのではないかという御助

言は、たいへん大切なことと思います。 
 
○川内村（志賀氏） 

 川内の志賀と申します。資料の６で、２号機の原子炉建屋が爆発は免れたと

いうことは、キャスクを動かすクレーン、１３０トン超のものがあると思うの

です。それもしっかりしていると思うのですね。その緑の下、３号、１号の建

屋カバーを開いてガレキを撤去して、しっかりとしたカバーをつけて、たぶん

クレーンとかも１３０トンとかもつけて、廃炉に向けてデブリの取り出しに向

けたクレーンを使うと思うのですね。そうしますと２号と１号は一つになって

いるんですね、３号、４号が一つ。４号は取り出しを終えました。そこから、

その４号を起点にして、色々方策もできると思いますから、２号が早く使用済

み燃料プールのデブリを取り出せる可能性があるのではないかと思うのです。

そういうのはどうなのでしょう。 
 
○渡邊議長 

 事業者の方から御説明お願いします。 
 
○東京電力(増田ＣＤＯ) 

 ありがとうございます。志賀さん、プラントのことをよく御存知であります。

残念ながら２号機も建屋は爆発していないのですが、燃料が溶け落ちてしまっ

たために、オペフロと呼ばれる、２号機の一番上のフロアが放射性物質で一杯

になっている状況です。人がそこで仕事を自由に出来る状況ではないのが正直

なところです。１時間に何百ミリシーベルト、という線量で残念ながら仕事が

出来そうにありません。また、クレーンなども確かに建物が健全ですから、使

えないことはないと思っているのですが、この４年間空調も切ってしまってい

て、中の錆の具合とかを調べる必要があります。それも、線量が高くてなかな

か出来ないというのがあって、２号機についても、爆発はしてないから確かに

建物はあるんですが除染というのをどうやって、やっていくのかが一番難しい
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プラントになっています。それが上手くクリア出来ると使用済み燃料プールの

中は綺麗ですから、燃料取り出すのは確かに楽だと思っていますし上手く進む

と思います。まず、そこまで仕事の段取りが出来るかどうかが２号機は難しい

ということであります。 
 
○渡邊議長 

 よろしいでしょうか。一応まだ、ロードマップについて、あるいはリスク低

減マップについてはこれから改訂をしていかないといけないということで、今

後何度か修正したものを回答していただいて、適切なものにしていきたいと思

いますが。 
 
○高坂原子力総括専門委員 

 ロードマップの話でエネ庁さんが中長期ロードマップの今回の改訂の内容に

ついて説明されましたが、この前提は今日残念ながら御説明いただけなかった

ですが、ＮＤＦの戦略プラン２０１５、ロードマップの改訂に向けて、これが

ロードマップ改訂のベースとなっていますので、これについてはまた別の機会

に説明いただいた方が良いのではないでしょうか。それから、具体的には今日、

御説明のなかった、５－３の資料の６ページ見ていただくと皆さん御存知の燃

料デブリ取り出しの非常に危険な作業があるのです。従来の冠水して水を張っ

てやるデブリの取り出し方法以外に、気中で上からアクセスするとか横からア

クセスするとかのデブリの気中取り出し方法が計画されています。これは、水

の遮蔽無しで行われ、非常に危険な作業になりますので県民として非常に興味

を持たないといけないとは思います。そういう具体的な検討が書いているのが

改訂に向けた戦略プランですから、これの説明をしていただき、考え方の基本

的なところは県民会議で確認していただいて、それを受けて次のロードマップ

の改訂につながっていくので是非機会を設けて欲しいと思います。 
 

○渡邊議長 

 ありがとうございます。木野さん、今日は時間がないので、そういうことで

御準備いただければと思いますので調整していただけますでしょうか。 
 
○資源エネルギー庁(木野氏) 

 あとで調整させていただきます。 
 
○渡邊議長 

 よろしくお願いします。いかがでしょう。それでは、かなり時間も超過して
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いますし、御意見が無ければ、これで審議を終わりにしたいと思いますけど、

よろしいでしょうか。はい。ありがとうございました。それでは、最後に角山

対策監の方からコメントをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 
 

○角山原子力対策監 

 それでは、皆さんの議論を聞かせていただいて、二つコメントしたいと思い

ます。冒頭の議論で３号機のダストの飛散ですね。３０分で自治体への通報と

いうお話があったのですけど、前回も言ったと思うのですが、あの日、浪江の

役場の近くまでダストが飛んでいくまで確か３０分そこそこで、そこまで飛ん

でいるということなのです。その日の風が２メートル、そんな速い風ではない

んです。普通はあまり時間がないんですね。実際に通報したとしても、ここが

収まるというのは非現実的かなと思います。 
ただし、８月１９日の実際に飛散したときの放射能の上昇量ですけれども、

普通の雨の時でも多少上昇しており、その時と同じくらいなので、あまり慌て

るとかえって危ない。実際、スリーマイル島の事故でも、避難等の際にケガ人

が多かったと思います。ですから、あそこで起こることに対して、あまり過剰

な反応はしない方がリスクが低い。ただし、だからといって、通報しないでい

いという意味ではありません。例えば、ある限定した範囲で現実的に対応出来

るように、例えば、海外の例にあるように、働いている場所、県内の会社なり、

人がいるところに、重点的に情報を出したり、しかも、ラジオの周波数を決め

て出す。現実に皆さんがしかもリスクが上がりそうな方に的確に伝える、そう

いうシステムを考えるべきだと思います。風向きがどうだ、風下に行ってはい

けないということが非常に大事なことですから、分かりやすい情報を短時間で

伝えるというのが非常に重要だと思います。実際に皆さんがとれる避難行動と

いうのは、外気を５分、１０分入れないとか、子供たちにあっては、近くのコ

ンビニなどに避難する、学校に避難する。そういう程度の避難が現実に行える

し、それで対応可能で、そういうことを理解して避難の対策を作るべきだと思

うのです。実際先週、けっこう大きな地震があったわけですが、一つの家族で

携帯が三つか四つで地震の情報を伝えていたという事実が皆さんの周りでもあ

ったと思いますので、現実的な通知の仕組みで確実にある程度の広さの範囲で、

ケガをしないというのが、まず大前提ですので、そういうことを理解していた

だいた上で、機能する仕組みがきちっと出来ることが、大事なのではないかと

思います。 
 それから、もう一点はスリーマイルのことをきちっと勉強しなさいという御

意見は、私もごもっともだと思います。汚染水の増加量が一日４００トンでし

た。それを３０倍する。要するに１ヶ月にし、そのときの値を万トンにすると
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だいたい値は同じなのです。言いたいのは、要するに一ヶ月放置すると、スリ

ーマイルで起こった汚染水と同量のものが発生していく。ですから、時間の勝

負というのは、非常に大切だということを言いたい。現実にＡＬＰＳの汚染水

処理が５６万トン、あと、５万トン残っているという報告ありましたが、これ

も、やはり時間のファクターが大事で、ＡＬＰＳの最初の運用開始時に、半年

か１０ヶ月遅れで運転許可が出た。時間を費やしてしまったと思うんですね。

そういう意味で時間の勝負というのは、今後も非常に大切です。 
ＡＬＰＳで実際に起こったトラブルは車が最初に初期故障を起こすようにフ

ィルターを押さえているものが上手くいかなかったり、そういう初期故障が残

念ながら機械というのはあります。それは、ある程度運転して処理せざるを得

ないわけです。最初から完璧というわけではない、むしろある程度運用して、

対策をとって、少しでも早く汚染水を綺麗にする。その時間軸が大事かなと思

って、私は聞いていました。因みに今どうなっているかというと、凍土遮水壁

で山側の話が出ました。私が気になったのは、９９パーセント冷却管が入りま

したということでしたが、何で１００％ではないのかということです。あと、

１パーセントくらいいいだろう。と思われるかもしれませんが、壁を作るとい

うことは山から流れてきた地下水が開いてるところ入ってくる、集中してくる

ということなのです。ですから、あまりいいことではないので、早く準備態勢

をとり、時間軸をもっと大切にすべきではないかなと思います。一生懸命見た

のですけど、規制庁の資料６で海側の遮水壁はありますが、山側の記述がない

のですけど、是非とも時間軸を大切にして、これから長期にわたっても、一つ

一つの事象は時間の流れが大事ですから、そのファクターを考えながら、対策

をとっていただきたい。以上、二点コメントさせていただきます。 
 
○渡邊議長 

 ありがとうございました。今のコメントを受けたうえで本日のまとめをした

いと思います。まず、本日いくつかの意見が出ましたけど、一つは事業者側に

お願いしたいことがいくつかあります。 
一つは、総合的な監視体制といいますか、ガレキ撤去に関する監視体制はで

きあがっているわけですが、できれば、その監視体制を今後色々な廃炉に関す

る監視体制のかたちというものをつくってほしいという話がありました。やは

り、総合的な監視体制はどうするのか、ということと、併せて、その運用方法

として警報レベルと注意報レベルの検討というのをお願いできないかと思いま

す。今、国の示している警報というのがありますけど、是非、注意報の検討も

していただいて、こんなことが問題になってきてはいけないかもしれませんが、

事故を起こさないというか、ある程度小さいリスクから警戒をするということ
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から警報レベルでなく、その一段階低いレベルの検討をお願いできるかどうか。

監視体制と併せてお願いしたいのが一点です。 
 あと、それから今日、リスクの総点検について出されましたけど、やはり少

し分かりにくいです。改めて中身も踏まえて検討していただきたい。というの

が二点目。 
 それから、ガレキ処理の明確化ということなのですけど、これは、１ページ

の１－１の右側に書いてあるようにたくさんの種類がございますので、そのガ

レキ名を分けた上で、どういう処理をして、どういう課題があるのか、処理方

法があるのか、あるいはどういうリスクがあるのかを明確化していただきたい

のが三点目です。 
 それから今日、資料の１－２の汚染水対策の方でも、よく分かりやすくなっ

ているとは思うんですが、ただ、中身が充実していませんので、汚染水対策の

具体的な中身。とりわけ、１－３でしょうか。汚染水対策についても、出来れ

ば１－１のような形でリスク低減という形で表現していただけないだろうかと

いう話がありましたので、これについても検討していただいて、汚染水対策の

想定されるリスク、課題が分かる形で処理も含めて検討していただければあり

がたいと思います。 
 それから五点目ですけど、情報公開のあり方ですね。これから、すべての情

報を公開しますという風に記載してありますけど、分かる情報を公開していた

だかないと、基本的には、情報公開したことにはならないですし、我々として

も受け取ったということにはなりませんので、まずは出すということは非常に

良かったと思いますけども、もう少し分かる、例えば、原子炉の中のマップと

いいますか、地図の中をクリックすると、関係するような汚染の状況ですとか

がわかるような、もう少しホームページ上の工夫も含めてもう少し分かる情報

を公開するということを心がけていただきたいと思います。 
 以上私のまとめでは事業者の方には五点とりあえずお願いをしたいと思いま

す。 
それから、国の方ですが、引き続き先程木野さんの方からありましたけど、

２０１３年の８月の飛散の問題は引き続きしっかり国として御検討いただいて

いると思いますので、これについて引き続き御検討をお願いしたいということ

が一点。 
 それから、大きな課題になりますけど、中長期ロードマップの完成というこ

とで、これは出来れば次回議論出来ればと思いますけど、先程、高坂さんの方

からありましたけど、改訂に関係する課題も含めて御紹介をいただいて県民会

議の中で議論していきたいと思いますので、それについて御検討をお願いした

いということが二点目です。 
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 それから、三点目ですが、通報体制ということですが、これだけでは我々、

理解出来ませんから、先程東京電力の方にも情報公開のあり方ということでお

願いしました。通報体制について、避難状況等も含めて県や自治体と検討され

ているとは思いますけど、例えば、先程、角山先生の方からもありましたが、

警報、注意報レベルでの、もう少し短時間で通報できる体制というのはないの

だろうかということで自治体と研究して検討していただければと思います。 
 批判はありましたけど、吾妻山の携帯電話への通報というのは、非常に一つ

の近代的な通報の仕方だと思いますので、その辺の善し悪しというのもあると

思いますけど、この辺の所も含めて三点御検討いただければと思います。 
 それから規制庁なのですが、リスクマップを作っていただきましたけど、や

はり、規制庁が先走っていると思えるような状況にあります。汚染水について

は、国ときちんと併せた上で対策をとってもらわないと、汚染水対策はまずい

のではないのか、ましてや東京電力などの事業者も含めて汚染水対策をどうす

るのかということです。それは規制のレベルで監視をしていくのではなくて、

一緒になって追求していく、リスクを低減していくという対策をとらないと逆

に作業員に時間的な制約を与えるような状況になりかねませんから、出来るだ

け、現場に寄り添った形、あるいは、国としても私たちにとっては、規制庁も

エネ庁もある意味では国という意識ですので、そういう意味では、国の汚染水

対策ということで規制庁もエネ庁も合った行動計画を出していただきたいと思

いますので、リスク評価の件、このへんのところでも、今後また、今日話せな

かった部分で県民から要望が行くかもしれませんが改めて御検討していただけ

ればと思います。 
 以上が私のまとめですが、抜けているところがあれば、皆様の方から追加お

願いしたいのですが、よろしいでしょうか。はい。それでは、今日、会が長く

なりまして大変申し訳なかったのですが、なるべく、前回のように報告事項だ

けで議論出来ない状況になるのはやめてほしいということで、県の方に強くお

願いをして、こういう形でじっくりお話出来る形で会を開かせていただきまし

た。まだまだ不十分かと思いますが、足らない部分につきましては、県の事務

局の方にメール等していただければと思います。それから司会運営や県の運営

体制などにつきましても皆さんと一緒に考えていただいて、我々が意見を出し

ていかないと、どんどんどんどん、国と地元との格差は大きくなっていきます

から、そういった意味でも私に対しても厳しい意見をいただければと思います。

最後に事務局の方から現地視察についての連絡をお願いします。 
 
○事務局(菅野原子力安全対策課長) 

 現地視察につきましては、すでに皆様に御案内しているところでございます。
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今月２５日、それから３０日土曜日の二回に分けて実施いたします。多数の御

出席いただきありがとうございます。当日は、免許証などの身分証明書が必要

となりますので忘れずに持参していただきたいと思います。詳しいスケジュー

ルや待ち合わせ場所などにつきましては、すでに御案内しているところではあ

りますけど、御不明点がございましたら、事務局の方までお問い合わせいただ

ければと思います。よろしくお願いします。 
 
○渡邊議長 

 はい。ありがとうございました。汚染水対策で現場を見るか見ないかとでは

今後の審議に大きく関わってくると思いますので、参加される方は参考にされ

てはと私からもお願いしたいと思います。 
 それでは、本日の議事、大変長くなってしまい申し訳なかったのですけど、

締めさせていただきたいと思います。御協力ありがとうございました。 
 

○玉根政策監 

 本日は、皆様、ありがとうございました。議長の渡邊先生ありがとうござい

ました。本日は汚染水対策等の詳しい説明を受けましたけども、汚染水対策、

着実な収束が求められております。本日いただきました意見につきましては、

国及び東京電力には、今後の会議に生かしていただきたいと思います。さらに、

本日、１号機建屋カバー解体につきましても多く意見をいただきました。なに

よりも飛散防止対策、これの徹底が重要でありますので、東京電力におかれま

しては、改めて、この件を重く受け止めてもらいたいと思います。県といたし

ましてもモニタリングを強化いたしまして、しっかり監視確認をして参りたい

と思います。 
本日皆様からいただいた意見を踏まえて、今後も国と東京電力の廃炉に向け

た取組をしっかり確認、監視、必要な意見の申し入れを行っていきたいと思い

ます。 
 また、先程事務局の方からもありましたが、今月の２５日と３０日には現地

視察も予定しておりますので、その際も視察いただきまして、必要な意見をい

ただきたいと思います。本日は、長時間に渡り、本当にありがとうございまし

た。 
 
○司会 

 以上をもちまして、平成２７年度第１回福島県廃炉安全確保県民会議を終了

します。ありがとうございました。 
 


